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１．トイレ確保に関する東京都で想定される被害（定性的な被害の様相） 

「首都直下地震等による東京の被害想定」（令和４年５月）より抜粋 

（１）上水道 

地震発生直後 

⃝ 管路の被害により、揺れの強い地域や液状化した地域を中心に断水が発生する。 

➢ 管路被害により、区部で約３割、多摩地域で約１割の水道利用者が断水する。 

➢ 首都中枢機関及び災害拠点病院等の重要施設への水道水供給にかかわる管路（以下

「首都中枢機関等への供給ルート」という。）の被害については、最優先で復旧活

動が実施される。 

➢ その他の管路の被害については、配水系統の変更等により断水する範囲を最小限に

した上で、優先順位に基づき、段階的に復旧作業が進められる。 

⃝ 浄水施設が被害を受けた場合、被害の程度によっては、断水被害がさらに拡大し、復旧

までの期間が長期化する可能性がある。 

⃝ 住宅建物内の受水槽や給水管など、利用者の給水設備が被害を受けた場合、断水人口が

さらに増加する。 

➢ 高架水槽を設置する住宅では、水道が供給されていても、停電や計画停電が継続し

た場合、揚水できず、水道が使えない状態が継続する可能性がある。 

⃝ 避難所等では、備蓄により飲用水が確保されるが、給水車による給水は限定的である。 

➢ 断水への応急対応として、災害時給水ステーション等の給水拠点において、都や区

市町による給水活動が開始されるが、断水世帯数が多いため、応急給水拠点に多数

の住民が殺到し、長蛇の列となる可能性がある。 

⃝ 職員自身の被災、管路の資材や他地域からの応援要員が不足、燃料不足、運搬車両不足

や工事車両不足が生じた場合、復旧が進まない可能性がある。 

⃝ 下水利用が制限されるような被害が発生した場合、水道が被災していなくても、節水が

呼びかけられるなど、水道利用が制限される可能性がある。  

１日後 

⃝ 管路被害を原因とする断水が依然として継続する。 

➢ 管路被害等の復旧は限定的であり、区部で約３割、多摩地域で約１割の水道利用者

が断水する。 

⃝ 停電エリアでは、被災していない浄水施設でも、非常用電源の燃料が枯渇した段階で機

能が停止し、断水世帯が拡大する可能性がある。 

➢ 浄水施設の被害により断水世帯が拡大した場合は、その状態が継続し、被害の程度

によっては、復旧までの期間が長期化する可能性がある。 

⃝ 住宅建物内の受水槽や給水管など、利用者の給水設備が被害を受けた場合、復旧は限定

的であり、断水が継続する。 

⃝ 庁舎の被災や通信手段の途絶等により、水道所管部署が管内の被害の全体像を把握する

のに日数を要する場合、復旧作業の着手が遅れる可能性がある。 
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３日後 

⃝ 管路被害を原因とする断水が依然として継続する。 

➢ 管路被害等の復旧は限定的であり、区部で約３割、多摩地域で約１割の水道利用者

で断水が継続する。 

➢ 首都中枢機関等への供給ルートの復旧が完了する。 

⃝ 非常用電源の燃料枯渇により機能停止していた浄水施設のうち、燃料が確保できた施設

では運転を再開する。 

➢ 道路の寸断等により、非常用電源設備の燃料の確保が円滑に行えない場合、浄水施

設の運転が再開できない。 

➢ 浄水施設の被害により断水世帯が拡大した場合は、その状態が継続し、被害の程度

によっては、復旧までの期間が長期化する可能性がある。 

⃝ 住宅建物内の受水槽や給水管など、利用者の給水設備が被害を受けた場合、復旧は限定

的であり、断水が継続する。 

⃝ 上水道のほか、下水道や電力、ガス等の他のライフライン施設も損傷している地域で

は、復旧箇所の調整のため、工事開始が遅延する箇所が発生する可能性がある。 

１週間後 

⃝ 管路の復旧が進み、管路被害を原因とする断水や濁水が解消されていく。 

➢ 管路被害により、区部で約２割、多摩地域で一部の水道利用者で断水が継続する可

能性がある。 

⃝ 浄水施設の被害により断水した場合において、特に、水質測定機器やポンプ設備等に単

品受注生産のような希少部品が含まれている場合、部品調達に数か月を要し、断水がさ

らに長期化する可能性がある。 

⃝ 住宅建物内の受水槽や給水管など、利用者の給水設備が被害を受けた場合、復旧は限定

的であり、断水が継続する。 

⃝ 下水道施設の復旧が完了していない地域では、節水が呼びかけられるなど、水道の使用

が制限される可能性がある。 

１か月後 

⃝ 管路の復旧がほぼ完了し、管路被害を原因とする断水は、概ね解消される。 

⃝ 浄水施設の被害により断水した場合において、特に、水質測定機器やポンプ設備等に単

品受注生産のような希少部品が含まれている場合、部品調達に数か月を要し、断水がさ

らに長期化する可能性がある。 

⃝ 住宅建物内の受水槽や給水管など、利用者の給水設備が被害を受けた場合、断水が継続

し、復旧が長期化する可能性がある。 
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（２）下水道 

地震発生直後 

⃝ 強い揺れや、液状化により、管路の損傷や、マンホールが地表に浮上する等の被害が発

生する。 

➢ 管路被害により、都全体で数％の被害を受け、下水道の利用が困難な状況となる。 

➢ 管路に甚大な損傷が生じた場合は、トイレの利用が制限される。 

➢ 管路に、土砂･地下水の流入やマンホールの浮き上がりが発生すると、下水の流下

が止まる場合があり、下水道の利用が困難となる世帯がさらに増加する可能性があ

る。 

➢ オフィスビルやマンションなどの集合住宅では、建物の所有者や管理会社による排

水管等の修理が終了するまでは、水道の供給が再開されていてもトイレが利用でき

ない。 

➢ 浄化槽本体や流入管きょ等が損傷した場合、下水道の利用が制限される世帯がさら

に増加する。 

⃝ 強い揺れ等により水再生センターやポンプ所が損傷した場合、電力が供給されていても

機能が低下する可能性があり、この場合、下水道の利用が困難となる世帯がさらに増加

する。 

⃝ 停電エリアでは、水再生センターやポンプ所等の下水道施設は、非常用電源を使用して

稼働する。 

⃝ 管路、水再生センターやポンプ所における緊急調査が実施され、順次応急復旧作業が開

始される。 

➢ 他のライフラインの復旧工事や、道路工事等との調整のため、復旧工事が遅れる可

能性がある。 

➢ 職員や下水道施設の被災、通信手段の途絶により、復旧作業の着手が遅れる可能性

がある。 

１日後 

⃝ 緊急調査の実施により、下水道の利用が困難な地域が判明する。 

➢ 都全体で管路は数％程度の被害を受け、一部の地域で引き続き下水道の利用が困難

な状況のままである。 

➢ 周辺の管路に被害がなくても、オフィスビルやマンションなどの集合住宅では、建

物の所有者や管理会社による排水管等の修理が終了していない場合、水道の供給が

再開されていてもトイレが利用できない。 

⃝ 水再生センターやポンプ所の損傷により機能が低下した場合、それに伴い下水利用の制

限が継続し、復旧に時間がかかる場合がある。 

⃝ 停電エリアでは、水再生センターやポンプ所等の下水道施設は、引き続き、非常用電源

を使用して稼働するが、非常用発電機の燃料がなくなった段階で運転停止となる。 

⃝ 水再生センターやポンプ所等の緊急調査が完了する。 
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➢ 都内全体で多数の被害箇所が発生しているほか、道路閉塞や緊急活動のための通行

制限等により、管路被害の全体像把握に時間を要する可能性がある。 

➢ 職員の被災や通信機能に大きな障害が発生した場合、管内の被害の把握が一層困難

となる可能性がある。 

３日後 

⃝ 管路の緊急調査が完了し、応急復旧作業が進められる。 

➢  都全体で管路は数％程度の被害を受け、一部の地域で引き続き下水道の利用が困

難な状況のままである。 

➢  周辺の管路に被害がなくても、オフィスビルやマンションなどの集合住宅では、

建物の所有者や管理会社による排水管等の修理が終了していない場合、水道の供給

が再開されていてもトイレが利用できない。 

⃝ 水再生センターやポンプ所においても、応急復旧作業が進められるが、損傷の程度によ

り、復旧に時間がかかる場合がある。 

⃝ 非常用電源の燃料枯渇により機能停止していた水再生センターやポンプ所のうち、燃料

が確保できた施設では運転を再開する。 

➢ 道路の寸断等により、非常用電源設備の燃料の確保が円滑に行えない場合、施設の

運転が再開できない。 

１週間後 

⃝ 管路の応急復旧が進められる。 

➢ 都全体で管路は数％程度の被害を受け、一部の地域で引き続き下水道の利用が困難

なままである。 

➢ 周辺の管路に被害がなくても、オフィスビルやマンションなどの集合住宅では、建

物の所有者や管理会社による排水管等の修理が終了していない場合、水道の供給が

再開されていてもトイレが利用できない。 

➢ 他のライフラインの復旧工事や、道路工事等との調整のため、復旧工事が遅れる可

能性がある。 

⃝ 水再生センターやポンプ所においても、応急復旧作業が進められるが、損傷の程度によ

り、復旧に時間がかかる場合がある。 

⃝ 下水道施設の復旧が完了していない地域では、節水が呼びかけられるなど、水道の使用

が制限される可能性がある。 

１か月後 

⃝ 管路の応急復旧が完了し、管路被害を原因とする下水道利用の制限が概ね解消される。 

➢ 周辺の管路に被害がなくても、オフィスビルやマンションなどの集合住宅では、建

物の所有者や管理会社による排水管等の修理が終了していない場合、水道の供給が

再開されていてもトイレが利用できない。 

⃝ 水再生センターやポンプ所が被災した場合においても、多くは運転が再開できる状態に

機能が復旧する。 
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（３）電力 

地震発生直後 

⃝ 震度６弱以上となる地域の一部で、建物焼失による停電、建物倒壊に伴う電柱の傾斜・

転倒・配電線の切断、火災による配電線の焼失、路上設備機器の損壊等により、停電す

る。 

⃝ 震度６弱以上で発電所が概ね運転を停止すると、需要に対し供給能力が不足し、より広

範囲な地域で停電が発生し、ブラックアウトになる可能性がある。 

➢ 発災直後の需給バランスの調整のため、発電所の発電量を抑制する場合があるが、

供給量はすぐには回復できないため、電力需要が回復しても、供給が追いつかず、

停電地域がさらに拡大する可能性がある。 

➢ 発電所の被災等により供給が低下した場合、電力事業者間で電力の融通が行われる

が、融通分を含めた供給力を超える需要が発生した場合は、配電設備等に被害がな

くても、大規模停電が発生する可能性がある。 

（首都圏の電力は圏内所在の発電所のみならず、首都圏以外の地域に所在する発電

所や他電力会社からの電力融通を行える体制を構築しているが、被害の程度・範囲

によっては、電力供給停止が長期間に及ぶ可能性がある。） 

⃝ 多くの家屋が被災し、各戸の屋内配線等の健全性確認や修理に時間がかかるため、各戸

の屋内配線等が被災した場合は、電力会社の発電所や配電設備に被害がない地域でも、

停電が発生し、かつ解消にかかる期間が長期化する可能性がある。 

⃝ 地震による急傾斜地等の崩壊に伴い、近傍の送電用の鉄塔が多数倒壊した場合は、発電

所の被害の有無にかかわらず大規模な停電が発生し、復旧までの期間が長期化する。 

⃝ 職員自身が多数被災したり、他地域からの応援要員、燃料、運搬車両、工事車両、管路

の資材等の人的・物的資源が不足した場合、復旧が進まない可能性がある。 

➢ 電力のほか、上・下水道やガス等の他のライフライン施設も損傷している地域で

は、復旧箇所の調整のため、工事開始が遅延する箇所が発生する。  

１日後 

⃝ 配電線の被害による停電が継続し、これによる停電率は数％となる。 

➢ 非常用電源で電力維持してきた避難所や各事業所等においても、燃料が枯渇し、停

電被害が拡大する。 

⃝ 発電所の被災等により供給が低下した場合、電力事業者間で電力の融通が行われるが、

供給力を超える需要が発生した場合は、大規模停電が継続する可能性がある。 

➢ 社会的影響を考慮して、都心３区など首都中枢機能を担う地域等を優先して、電力

供給が再開される。 

➢ その他の地域では、計画停電が行われる可能性がある。 

⃝ 電力会社の職員が多数被災し、点検作業が進まない場合は、復旧工事が開始できない可

能性がある。 
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⃝ 復電するには通電火災を防止するために各戸の状況を確認して復電する必要があり、人

員不足に加え、居住者不在で室内確認ができずに、復電が遅れる可能性がある。  

３日後 

⃝ 停電は継続するが、電柱や配電線の復旧作業が開始されることにより、配電線の被害に

よる停電は減少する。 

➢ 発電用燃料、消耗品、資機材等の調達先企業の操業停止や、その輸送経路（陸路、

航路）に大規模な障害があった場合、復旧期間が長期化する可能性がある。 

⃝ 発電所の被災等により供給が低下した場合、電力事業者間で電力の融通が行われるが、

供給力を超える需要が発生した場合は、大規模停電が継続する可能性がある。 

➢ 電力利用の自粛が呼びかけられるが、電力需要が抑制されない場合、計画停電が継

続される可能性がある。 

１週間後 

⃝ 電柱や配電線の復旧作業の進捗に伴い、配電線の被害による停電は解消するが、その他

の停電は継続する。 

➢ 多くの家屋が被災し、各戸の屋内配線等の健全性確認や修理に時間がかかるため、

各戸の屋内配線等が被災した場合は、電力会社の発電所や配電設備に被害がない地

域でも、停電が発生し、かつ解消にかかる期間が長期化する可能性がある。 

➢ 発電所等の被災により、電力供給が低下した場合、電力需要量を調整する必要があ

るため、計画停電が継続される可能性がある。 

➢ 発電所等の設備に、単品受注生産のような希少部品が含まれている場合、部品調達

に数か月を要し、復旧期間がさらに長期化する可能性がある。 

１か月後 

⃝ 発電所の多くが復旧し、運転が再開され、停電はほとんど解消される。   

➢ 停電エリア内で電力が不足する場合、関東以外の電力事業者から広域的に電力が融

通される。 

➢ 発電用用水の断水が長期化する場合、発電停止や復旧にかかる期間が長期化する。 

※東京都工業用水道事業は令和 5年 3月 31日をもって事業廃止されているため、

「首都直下地震等による東京の被害想定」より一部修正 

➢ 発電所等の設備に、単品受注生産のような希少部品が含まれている場合、部品調達

に数か月を要し、復旧期間がさらに長期化する可能性がある。 

 

（４）建物被害 

１日後以降 

⃝ 停電・断水した地域では、自宅の建物に被害がなくても、水やトイレの使用が困難とな

り、周辺の公園や避難所等に仮設トイレが設置されるまで、被災者自身が携帯トイレな

どで対応することを求められる。 
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⃝ 高層住宅の中高層階では、停電によるエレベーターの停止などにより、地上との往復が

困難となるため、飲食料や携帯トイレなどの家庭内備蓄物資が枯渇した段階で、多数の

避難者が発生するおそれがあるが、避難所での受入れは極めて困難になる可能性があ

る。 

⃝ 液状化により停電・断水した地域では、自宅の建物に被害がなくても水やトイレの使用

が困難となり、周辺の公園等に仮設トイレが設置されるまで、避難所等へ多数の被災者

が押し寄せる。 

⃝ 高層住宅の中高層階では、停電によるエレベーターの停止が継続し、地上との往復が困

難となるため、飲食料や携帯トイレなどの家庭内備蓄物資が枯渇した段階で、多数の避

難者が発生するが、避難所では収容しきれずに混乱する可能性がある。 

 

（５）避難者 

地震発生直後～１日後 

⃝ 自宅の倒壊やライフラインの途絶に伴い、多数の住民が、避難所や、親戚・知人宅等に

避難する。 

➢ 指定避難所等では、備蓄により飲用水が確保されるが、給水車による給水は限定的

である。 

➢ 区市町村が指定する学校等の避難所だけでなく、行政庁舎、文化ホール等の公的施

設や公園、空地など、避難所に指定されていない場所にも多数の避難者が避難す

る。 

➢ 指定避難所以外にできた避難所を区市町村が把握できず、当初、飲食料等の物資が

配給されない事態が発生する。 

➢ 道路の渋滞や、鉄道の運行停止により、親戚・知人宅等へ移動できなかった者も避

難所に避難して避難所が一杯となる。 

⃝ 余震が続いた場合は、自宅の建物被害等がなくても、不安等から単身高齢者や中高層階

居住者などを中心に、多数の住民が避難所等へ避難する。 

⃝ 一時滞在施設の開設場所や混雑状況等がわからず、多数の帰宅困難者等が避難所等へ訪

れることにより、収容力を超える避難所が発生する。 

⃝ オフィス街や繁華街の周辺では、帰宅困難者や徒歩帰宅者が特に多く発生することか

ら、水・食料等の物資が不足する。 

⃝ 大規模な延焼火災や、急傾斜地の崩壊など、面的に甚大な被害が発生した地域では、地

域の多くの住民等が避難する。 

➢ 地域内の避難所が使えなかったり、収容不足になったりすることにより、周辺の避

難所への避難者が増加し、避難スペースや水や食料等の物資が不足する可能性があ

る。 

➢ 停電や通信の途絶、周辺住民ではない避難者の出入り等により、正確な避難者数の

把握や安否の確認、必要な物資の種類や量の把握が困難となる。 
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➢ 避難所までの経路で火災に遭遇する、避難所が延焼火災に巻き込まれるなどによ

り、避難者に人的被害が発生する。 

⃝ 被害の大きな地域では、自治体職員や学校職員、町会・自治会役員等、避難所の運営に

携わる人も被災し、避難所の開設や運営が困難となる可能性がある 。 

数日後 

⃝ 断水やスーパーやコンビニ等における生活必需物資の品切れが継続する中、自宅に留ま

っていた住民の家庭内備蓄が枯渇し、時間経過とともに避難所への避難者が増加し、４

日から１週間後までの間に避難者数が最大約 299 万人となる。 

➢ 収容力を超える住民が避難した避難所においては、飲食料等の物資が不足する。 

⃝ 避難者が多数訪れ、収容力を越えた避難所では、当初予定していた体育館や一部教室だ

けではなく、廊下や階段の踊り場等も避難者で一杯となる可能性がある。 

⃝ 自宅周辺の避難所に入りきれない避難者が、自宅とは別の地区の避難所に移動し、周辺

の避難所も収容力を超過する。 

⃝ ごみ収集・し尿処理収集の遅れ等により、避難所の生活ごみやし尿が回収されず、避難

所の衛生状態が急速に悪化する 。 

（阪神・淡路大震災では、断水により水洗トイレが利用できなくなり、避難所のトイレや、

庭、側溝などに糞便の山ができた。避難所からは、弁当がらや、カップラーメン等の容器な

ど大量のごみが出され、ゴミ捨て場だけでなく運動場等にまで積まれた。） 

１週間後 

⃝ 避難者が必要とする情報や物資等が刻々と変化・多様化し、行政が避難者のニーズに対

応しきれなくなる。 

➢ ニーズが充足されず、避難者の避難所生活環境への不満が積もる。 

➢ プライバシーの確保が不十分な環境の中で、避難者が様々な不安やストレスを抱え

る。 

⃝ 冬の寒さや、夏の暑さ、不衛生な状態など、避難所での生活環境が悪化することに伴

い、高齢者や乳幼児等への健康影響がさらに顕著になる。 

⃝ 家庭内備蓄物資の枯渇や、ライフラインの停止のために避難所へ避難していた避難者

が、自宅等へ戻り始める。 

⃝ 道路の寸断等により、物資の円滑な供給ができない地域とその他の地域で、食事の配給

回数やメニュー、支援物資の充実度等にばらつきが生じ始める。 

１か月後 

⃝ ライフラインの復旧や公共交通機関の再開に伴い、避難所に避難していた避難者が、自

宅や都内外の親戚・知人宅等へ移動するとともに、自宅等に戻れない避難者の応急仮設

住宅や民間賃貸住宅、勤務先提供施設への入居等が進み、避難所の避難者数が減少す

る。 
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（６）帰宅困難者 

地震発生直後 

⃝ 余震による広告等の看板の落下や、延焼火災、群集雪崩等の二次災害に帰宅困難者が巻

き込まれる。 

➢ 断水等により、公共施設やコンビニ等のトイレが利用できなくなる。 

➢ 避難所に地域住民や帰宅困難者が入り混じり、混雑により避難所運営が混乱する。

特に、帰宅困難者が多数発生すると予想される区部のオフィス街や繁華街の周辺で

は、地元住民のための避難所に帰宅困難者が殺到する。 

➢ トイレが利用できる場合でも、長い列ができる。SNS等でその状況が発信される

と、さらに人々が集まり、大混乱となる可能性がある。 

⃝ 電気や水道などのライフラインの途絶により、一時滞在施設で滞在を継続することが困

難となる場合がある。 

➢ 被害が甚大な地域等では、運営職員や施設に被害が出た場合、一時滞在施設として

開設できなくなる可能性がある。 

➢ 断水の影響がある場合、非常用トイレの備蓄が不足した施設では、トイレが利用で

きない。 

１日後 

⃝ 公共交通機関が復旧しないため、引き続き、徒歩による帰宅が困難となり、通勤・通学

先や一時滞在施設等への滞在を余儀なくされる。 

⃝ ライフラインの停止が継続した場合、勤務先、通学先や一時滞在施設の環境によって

は、滞在を継続することは徐々に困難となってくる。 

➢ 断水が復旧せず、トイレの利用ができない状態が継続するとともに、備蓄していた

飲料水や携帯トイレ等が底を尽き始め、想定以上の帰宅困難者が殺到した場合、物

資が早い段階で枯渇する可能性がある 

数日後 

⃝ 道路や公共交通機関の復旧が長期化する地域では、勤務先、通学先や一時滞在施設での

滞在期間が長期化する。 

➢ 勤務先や通学先、一時滞在施設において、飲食料やトイレなどの滞在環境の確保が

困難となる。 

 

（７）保健衛生・防疫 

地震発生～数日後 

⃝ 上下水道の機能支障や、停電等による各世帯・建物のトイレ機能の停止により、仮設ト

イレの需要が増大するが、早期の設営は困難となる。 

➢ 上水道が機能していて、各世帯・建物のトイレで水が供給されている場合でも、下

水道の管路被害や建物の所有者や管理会社による排水管等の修理が終了していない
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場合等で、水洗トイレの使用が困難となる。（東京都下水道局では、震災時のトイ

レ利用について、「下水道の使用制限が実施されている地域においては、トイレの

使用を控える」ことをホームページ上でお願いしている。使用制限がない場合で

も、「配管などが破損していると下水が詰まって汚水が逆流したり、破損したとこ

ろから噴出する」「集合住宅の場合は、下の階へ汚水が逆流する」ことが注意喚起

されている。） 

➢ マンション等の集合住宅において、家庭内備蓄をしていた携帯トイレが枯渇した

り、トイレが使用できない期間が長期化した場合、自宅に留まることができなくな

り、大量の被災者が、周辺の避難所に避難する可能性がある。 

➢ 避難所等の仮設トイレに被災者が殺到する中、その管理等が適切に行われない場

合、避難所や仮設トイレの衛生環境が急速に悪化する可能性がある。特に夏季にお

いては感染症の発生につながる可能性がある。 

➢ 汲取り式の仮設トイレでは、貯留槽がすぐに満杯になるが、処理作業を行うバキュ

ームカーは台数が不足するほか、道路渋滞等で都外からの応援及び巡回が困難とな

り、使用できなくなる。 

⃝ 燃料が枯渇した場合、非常用電源で機能を維持していたトイレが機能を停止し、使用困

難となる水洗トイレの数が増加する。 

⃝ ごみ処理の再開が遅れた場合、使用済みの携帯トイレ、し尿やおむつ等が不法投棄され

る可能性がある。  

１週間後以降 

⃝ 断水や停電が継続している地域では、トイレ機能が喪失したままとなるため、避難所や

公共の場所（公園や公共施設の敷地等）に仮設トイレが大量に設置される。 

➢ タワーマンションが立地する等、人口が多い地域においては、地域内の避難所等に

設置された仮設トイレの使用人数も膨大となるため、汲み取り等の処理の必要回数

が多くなり、し尿処理に係るバキュームカーや職員が不足する。 

 

（８）物資 

地震発生直後 

⃝ 都内の備蓄倉庫や広域輸送基地、区市町村の地域内輸送拠点が被災し、備蓄物資が損傷

するとともに、倉庫や拠点がその機能を発揮できない可能性がある。 

⃝ 避難所等への物資の輸送は、救出救助活動が優先されることや周辺道路の被害や閉塞に

より困難となる。 

数日後以降 

⃝ 都や区市町村の災害用備蓄物資や、住民の家庭内備蓄が枯渇するため、プッシュ型支援

の受入れ等による物資の確保や避難所等への供給が必要となる。 

⃝ 道路被害や渋滞、輸送に係るマンパワーや車両の燃料不足等により、避難所等へ必要な

タイミングで必要な量の物資を供給することが困難となる。 
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⃝ 物流機能が回復するまでの間は、スーパーやコンビニエンスストア等で必要な飲食料等

の生活必需品を購入することができず、自宅が被災せず、留まることが可能な住民も避

難所等に物資を取りに行くようになり、必要な物資の量がさらに増大する。 

⃝ 膨大な量の支援物資等が供給され、保管スペースが不足するとともに、多様な支援物資

が届くため、適切な在庫管理ができず、作業が非効率化し、避難所への物資供給が遅れ

る可能性がある。 

⃝ 個人等からの小口の義援物資が多量に送られてきた場合、開封や分別に場所やマンパワ

ーがとられ、円滑な物資供給が困難となる。 

⃝ 避難生活の長期化に伴い、避難所等での避難者のニーズが、食料の種類（アレルギー対

応、温食、副菜、し好品等）や生活必需品の種類（衛生用品、化粧品等）など多様化す

る。 

⃝ 停電や通信途絶、マンパワーの不足などにより、避難者の物資ニーズの把握が不十分と

なり、避難所に届く物資が品目により不足したり、保管場所に残されたままとなる場合

がある。 

⃝ ライフラインの復旧とともに、自宅に戻る避難者等が増加し、家庭での生活必需品等の

ニーズが増加、多様化するが、道路啓開の進捗や小売店等のサプライチェーンの復旧度

合いにより、地域ごとにスーパーやコンビニ等の小売店での品ぞろえに偏りが生じる可

能性がある。 

⃝ 周辺道路の啓開作業や復旧作業が遅れ、輸送が困難となる地域が発生したり、輸送車両

の燃料不足等により、サプライチェーンの回復が遅れる場合がある。 

⃝ 都心南部直下地震においては比較的、被害が軽微な多摩地域においても、通常の買い物

客のほか、被害の大きな区部から物資を求めて移動する住民が殺到し、商品不足や渋滞

等が発生する。 

⃝ 停電や通信途絶が継続している場合、商品の仕入れを管理するシステム等が機能せず、

商品が十分に流通しない可能性がある。 

⃝ 飲食料等の生活必需品を製造・供給する企業や、流通関連企業が被災し、事業の継続が

困難となった場合、生産や流通の拠点が被災していなくても、物資の供給が著しく低下

する可能性がある。 

⃝ 当面の間は、余震等への不安などから過剰な購買行動や買占め等が発生し、物資の供給

が追いつかず、慢性的な品不足が継続する可能性がある。 

⃝ 被災地等における物資不足の報道により、全国的に過剰購買の動き（買占め）が発生

し、広い地域で在庫切れや品不足が発生する。 

 

（９）山間部 

地震発生直後 

⃝ 山間部は高齢化率が高いため、地震発生直後の死傷者に加え、集落の孤立等に伴う心身

のストレスから、体調を崩すなど震災関連死に至る者が多くなる。 
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➢ 共助の担い手が不足すると、救助活動の遅れや、地域での安否確認や見回り、避難

所等での飲食料の配布、トイレ等の生活環境の維持が不十分となる可能性がある。 

⃝ 孤立集落では、車両による輸送は困難となり、ヘリコプター等での輸送が実施される。 

 

（１０）島しょ地域 

地震発生直後 

⃝ 南海トラフの東側で巨大地震が発生した場合、救出救助活動や沿岸部での生活、応急復

旧活動が制限される。また、物資の輸送等に支障が生じる可能性がある。 

⃝ 南海トラフの西側で先行して巨大地震が発生した場合、「南海トラフ巨大地震臨時情報

（巨大地震警戒）」が発表されると、後発地震に備えた事前避難が呼びかけられる。 

➢ 当面の間、定期便の運休等により、物資等の輸送手段が限られ、島しょ地域で生活

必需物資等の不足が発生する。 

⃝ 港湾機能が長期にわたり機能不全に陥ると、島しょ地域が孤立した状態になる可能性が

ある。 

➢ 孤立が長期化した場合、備蓄物資が枯渇する可能性がある。 

⃝ 急傾斜地の崩壊等により、道路が寸断され、集落が孤立化する可能性がある。 
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２．災害時に利用できるトイレの種類・特徴 

各種トイレのライフライン等の被害の影響 

 下水道被害時 断水時 停電時 道路閉塞 

未対策の水洗トイレ × × × ― 

携帯トイレ 

簡易トイレ 
〇 〇 〇 

△ 
（調達に影響） 

くみ取式トイレ 
・仮設トイレ 

・トイレカー等 

・くみ取式マンホールトイレ 

・くみ取切替の災害対応型 

常設トイレ 等 

〇 
△ 

（水洗不能） 
〇 

△ 
（調達に影響） 

マンホールトイレ 

△ 
（下流側の下水

道管路や処理場

が被災していな

ければ利用可） 

△ 
（水洗不能） 

〇 ― 

自己処理型トイレ 〇 
△ 

（仕様による） 
△ 

（仕様による） 
― 

代替水利用の 

災害対応型常設トイレ 
× 〇 〇 ― 

※いずれのトイレも、清掃等に水洗用水の確保は重要 

 

（１）携帯トイレ ＜保管・回収＞ 

特徴 

・洋風便器等に取り付けて使用す

る便袋タイプ（吸収シートや凝

固剤で水分を安定化） 

・発災直後の使用を想定し備蓄 

 

メリット 

・電気・水なしで利用でき、比較的安価・省スペースで保管可能 

・在宅避難者等が自宅等でも使用できる。 

・既設のトイレ個室以外で使用する場合、パーテーション等でトイレ個

室を確保して簡易便器を用意すれば使用可 

デメリット 

・使い方について普及啓発が必要（高齢者や障害者、子供等が使用する

際、サポートが必要な場合がある。） 

・使用ごとに便袋を処分する必要がある。 

・使用済み便袋の保管場所の確保、回収、臭気対策の検討が必要 

確保・整備に

当たり考慮 

すべき仕様 

・イラスト付きの取扱説明資料やポスター等で使用方法が分かりやす

く、誰でも簡単に使用できること（複雑な操作があると誤使用や汚染

につながるため） 

・便器等に取り付けて固定することが可能な仕組みと大きさであること 

・十分な吸収・凝固量を備えること 

・臭気を抑える対策がされていること 
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（２）簡易トイレ ＜保管・回収＞ 

特徴 

・容易に持ち運ぶことができる簡

易なトイレ 

・大小便を貯留するタイプや機械

で袋に密封するタイプ、携帯ト

イレを取り付けるタイプなどが

ある。 

・介護用のポータブルトイレ等、

手すりが付いている物もある。 

 

メリット 

・水なしで使用できるが、電気が必要な場合もある。 

・既設のトイレ個室以外で使用する場合、パーテーション等でトイレ個

室を確保できれば使用可 

・使用後の臭気対策がされているものがある。 

デメリット 

・電気の確保等、製品ごとに利用上の留意点の確認が必要 

・大小便を貯留するタイプは、大小便の排出先の確保と掃除のための水

の確保が必要 

・使用済み便袋の保管場所の確保、回収、臭気対策の検討が必要 

確保・整備に

当たり考慮 

すべき仕様 

・イラスト付きの取扱説明資料やポスター等で使用方法が分かりやす

く、誰でも簡単に使用できること（複雑な操作があると誤使用や汚染

につながるため） 

・トイレ個室や使用場所を確保すること 

・トイレ個室や使用場所における施錠機能、照明、衣類掛け等のフック

又は荷物の置ける棚（耐荷重５kg以上）を備えること 

・男女別の明確な表示、周囲からトイレの入り口が直接見えない工夫、

サニタリーボックス、鏡、衛生用品（便座除菌クリーナー等）を附属

品として備えること 

・一定基数は手すりを備えるなどバリアフリー仕様とすること 
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（３）仮設トイレ（組立・備蓄） ＜くみ取り＞ 

特徴 

・組立式の個室と便器等を使用

し、大小便を便槽に貯留 

・手すりが付いているタイプや便

座の高さを調節できるタイプ等

のバリアフリータイプがある。 

 

 

 
 

メリット 
・組立式のため搬送や保管が比較的容易 

・車椅子での利用が可能なバリアフリータイプもある。 

デメリット 

・貯留したし尿をくみ取ったり、運んだりするため、し尿収集車等の手

配が必要 

・従来タイプは和式も多く存在し、高齢者や障害者の使用が困難 

・くみ取方法やくみ取体制等、維持管理のルールとともに、組立訓練の

実施が必要 

・屋外で使用するため、トイレの周辺や室内に照明を設置する等、安全

対策が必要。またトイレ室の雨対策や風による転倒防止が必要 

確保・整備に

当たり考慮 

すべき仕様 

・トイレ室は防犯性（施錠可能・透けない・内外に照明など）や堅ろう

性（風や雨による転倒防止を徹底など）を踏まえたパネル式等にする

こと 

・洋風便器、水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置を含む。）、臭気対

策、施錠機能、照明、衣類掛け等のフック又は荷物の置ける棚（耐荷

重５kg以上）を備えること 

・男女別の明確な表示、周囲からトイレの入り口が直接見えない工夫、

サニタリーボックス、鏡、衛生用品（便座除菌クリーナー等）を附属

品として備えること 

・一定基数はバリアフリー（手すりを備える、車椅子で利用可能な広

さ、介助者も入れる広さ、段差を最小限にする等）とすること 
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（４）仮設トイレ（調達） ＜くみ取り＞ 

特徴 

・屋外に設置し、便槽に貯留 

・段差があるものが多い一方で、

車椅子で利用できるバリアフリ

ータイプもある。 

・国土交通省は「快適トイレ」の

標準仕様を決定。新規導入や調

達の協定を締結する際は、この

仕様を満たすものが望ましい。 

 

メリット 

・工事現場やイベント等で用いられているため、使用方法や運用方法が

比較的周知されている。 

・泥や埃等の汚れに強く、比較的堅ろうなつくりである。 

・照明・水洗・手洗い付きの物等、衛生的に使用できるものもある。 

デメリット 

・流通数が多いため調達しやすいが、道路の被災状況・交通事情により

到着が遅れることに留意が必要 

・貯留したし尿をくみ取るため、し尿収集車の手配が必要 

・従来タイプのものは和式も多く存在し、高齢者や障害者の使用が困難 

・くみ取方法やくみ取体制等、維持管理のルールが必要 

 

確保・整備に

当たり考慮 

すべき仕様 

【快適トイレ】※協定等による調達の際にも考慮すること 

・標準仕様として、洋式（洋風）便器、水洗及び簡易水洗機能（し尿処

理装置を含む。）、臭い逆流防止機能、容易に開かない施錠機能、照

明設備、衣類掛け等のフック又は荷物の置ける棚（耐荷重５kg 以上）

を備えていること 

・附属品として、男女別の明確な表示、周囲からトイレの入り口が直接

見えない工夫、サニタリーボックス、鏡と手洗器、便座除菌クリーナ

ー等の衛生用品を備えていること 

・仕様や附属品として、便房内寸法 900×900mm 以上、擬音装置、着替え

台、臭気対策機能の多重化、室内温度の調整が可能な設備、小物置き

場を推奨 

【その他】 

・一定基数はバリアフリー（手すりを備える、車椅子で利用可能な広

さ、介助者も入れる広さ、段差を最小限にする等）とすること 
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（５）マンホールトイレ ＜下水道・浄化槽・便槽＞ 

 

特徴 

・下水道、浄化槽、便槽のそれぞ

れに接続するタイプがある。 

・下水道に接続するタイプの下部

構造には、本管直結型、流下

型、貯留型の形式がある。 

（参考：国土交通省「マンホー

ルトイレ整備・運用のためのガイ

ドライン」） 

・基本的には下部構造を事前に整

備しておき、災害時は指定のマ

ンホールの上にトイレ個室と便

器等を組み立てて設置 

・簡易水洗・水洗式、排水設備内

等を水で流すなど、様々な方式

がある。 

※便槽接続は、くみ取りを要する

ため、仮設トイレ（組立・備

蓄）を参照 

 

メリット 

・通常の水洗トイレに近い感覚で使用できる。 

・段差を最小限に抑えることができ、高齢者や障害者への配慮が可能 

・トイレ個室は組立式で搬送や保管が容易なもの、バリアフリータイプ

もある。 

・下水道、浄化槽、便槽の被害状況によるが、発災当初から継続的な利

用が可能 

デメリット 

・屋外で使用するため、トイレの周辺や室内に照明を設置する等、安全

対策が必要。またトイレ室の雨対策や風による転倒防止が必要 

・組立訓練の実施など、運用面の検討が必要 

・下部構造によっては、トイレ用水が確保できない場合、汚物が堆積す

るおそれがある。 

確保・整備に

当たり考慮 

すべき仕様 

・トイレ室は防犯性（施錠可能・透けない・内外に照明など）や堅ろう

性（風や雨による転倒防止を徹底など）を踏まえたパネル式等にする

こと 

・洋式便器、水洗及び簡易水洗機能、臭気対策、施錠機能、照明設備、

衣類掛け等のフック又は荷物の置ける棚（耐荷重５kg 以上）を備える

こと 

・男女別の明確な表示、周囲からトイレの入り口が直接見えない工夫、

サニタリーボックス、鏡と手洗器、衛生用品（便座除菌クリーナー

等）を附属品として備えること 

・一定基数はバリアフリー（手すりを備える、車椅子で利用可能な広

さ、介助者も入れる広さ、段差を最小限にする等）とすること 
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（６）自己処理型トイレ 

特徴 

・し尿を生物学的処理、化学的処

理、物理学的処理、若しくはそ

れらの組合せにより処理するも

ので、洗浄水やし尿処理水を原

則として、公共用水域等に放

流・排水しない非放流式の技術 

 
 

メリット 

・下水道等の被害の影響を受けずに利用可能 

・くみ取りを要するトイレに比べ、臭気が発生しにくい。 

・くみ取頻度を軽減することができる。 

・し尿処理技術により、汚泥や残さの発生量をできるだけ減容化させる

処理装置もある。 

デメリット 

・専門的な維持管理が必要となる。 

・し尿の量によっては処理が困難な場合がある。 

・処理能力を超えて利用すると水質悪化や臭気発生等の原因となる。 

確保・整備に

当たり考慮 

すべき仕様 

・イラスト付きの取扱説明資料やポスター等で使用方法が分かりやす

く、誰でも簡単に使用できること（複雑な操作があると誤使用や汚染

につながるため） 

・維持管理の方法が簡易であり、管理者が把握すること 

・洋式便器、水洗及び簡易水洗機能、臭気対策、施錠機能、照明設備、

衣類掛け等のフック又は荷物の置ける棚（耐荷重５kg 以上）を備える

こと 

・男女別の明確な表示、周囲からトイレの入り口が直接見えない工夫、

サニタリーボックス、鏡と手洗器、衛生用品（便座除菌クリーナー

等）を附属品として備えること 

・一定数はバリアフリー（手すりを備える、車椅子で利用可能な広さ、

介助者も入れる広さ、段差解消する等）とすること 
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（７）トイレカー・トイレトレーラー・トイレコンテナ ＜くみ取り・自己処理等＞ 

特徴 

・トイレ設備を備えた車両及びコ

ンテナを指し、し尿を貯留する

タイプや処理装置を備えたタイ

プがある。 
※トイレカー：トイレ設備を備えた車両型のもの 

（自走ができるもの、けん引免許不要） 

トイレトレーラー：トイレ設備を備えた車両型のもの 

（自走ができないもの、けん引免許が必要） 

 トイレコンテナ：トイレ設備を備えたコンテナ型

のもの（トラック等に積載して移送） 

 

 

 
 

メリット 

・ユニバーサルデザインを導入したタイプも開発されている。 

・太陽光発電で充電可能なバッテリーやポータブル発電機で照明を確保

可能なタイプがある。 

・平時は、イベントや公園等で使用できる（平常時から活用しておくこ

とで、災害時に機能を発揮することができる）。 

デメリット 

・階段タイプのものなどは、高齢者や障害者の使用が困難な場合があ

る、あるいは安全面で注意が必要 

・給水及び貯留したし尿をくみ取りが必要 

・道路の被災状況・交通事情により到着が遅れることに留意が必要 

確保・整備に

当たり考慮 

すべき仕様 

・一定数はバリアフリー（手すりを備える、車椅子で利用可能な広さ、

介助者も入れる広さ、段差解消する等）とすること 

・高齢者など要配慮者の利用の観点から、段差の最小化を図り、転倒防

止を徹底すること。やむを得ず段差が生じる場合は、スロープや昇降

機能等を備えること 

・洋風便器、水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置を含む）、臭気対

策、施錠機能、照明設備、衣類掛け等のフック又は荷物の置ける棚

（耐荷重５kg以上）を備えること 

・男女別の明確な表示、周囲からトイレの入り口が直接見えない工夫、

サニタリーボックス、鏡と手洗器、衛生用品（便座除菌クリーナー

等）を附属品として備えること 
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（８）災害対応型常設トイレ ＜代替水利用・くみ取切替＞ 

特徴 

常設された水洗トイレのうち、次

の条件を満たすもの 

 

＜代替水利用＞ 

・断水・停電時に、代替水（学校

のプール、雨水等の貯留、非常

災害用井戸等）により水洗機能

を利用できるもの 

 

＜くみ取切替＞ 

・排水設備や処理施設等に被害が

あった時、地下ピットとつなが

る蓋や便器底を開けて貯留式ト

イレとして使用するもの 

 

 
 

メリット 

・平時から利用可能であり、備蓄スペースの負担が少ない。 

・建物内のトイレ室を利用できる。 

 

＜くみ取切替＞ 

・一時的にピットに溜めたし尿を、一定量の水を使い下水道に流す方式

もある。 

デメリット 

＜代替水利用＞ 

・下水道や浄化槽の被害がないこと、水洗水の継続的な確保が必要とな

る。 

・代替水での流し込みの方法を利用者に適切に周知する必要がある。 

 

＜くみ取切替＞ 

・地下ピット貯留式（くみ取方式）の場合、くみ取方法や作業の容易性

等を確認する必要がある。 

・上下水道等が復旧した際、水洗トイレとして利用再開する方法や地下

ピットの清掃方法等についても確認する必要がある。 

確保・整備に

当たり考慮 

すべき仕様 

・イラスト付きの取扱説明やポスター等で使用方法が分かりやすく、誰

でも簡単に使用できること（複雑な操作があると誤使用や汚染につな

がるため）。 

・洋風便器、臭気対策、施錠機能、照明設備、衣類掛け等のフック又は

荷物の置ける棚（耐荷重５kg以上）を備えること 

・男女別の明確な表示、周囲からトイレの入り口が直接見えない工夫、

サニタリーボックス、鏡と手洗器、衛生用品（便座除菌クリーナー

等）を附属品として備えること 

・一定数はバリアフリー（手すりを備える、車椅子で利用可能な広さ、

介助者も入れる広さ、段差解消する等）とすること 
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（９）その他のトイレ 

種類・特徴 男性用小便器 

メリット 

・大小兼用で使用していた男性用個室トイレの割合を減らし、女性用個

室トイレの割合を増やすことができる。 

・下水道用マンホールに接続するなどして使用 

・仕様によっては、１つのマンホールで複数基設置可能 

デメリット 
・排尿をマンホール内に直接流す形式では、下水道の被害状況により使

用できない場合がある。 

 

種類・特徴 女性用簡易トイレ 

メリット 
・立ったままの姿勢で使用できるものは、衛生面や省スペースのメリッ

トがある。吸水シートや凝固剤で水分を安定化させる。 

デメリット 

・使い方について普及啓発が必要（高齢者等使用が難しい場合がある） 

・使用するたびに便袋を処分する必要がある。 

・使用済み便袋の保管場所の確保、回収、臭気対策の検討が必要 

 

種類・特徴 駐輪場兼用のトイレパネル 

メリット 

・平時は駐輪場のつい立てとして利用し、発災時にはトイレの上屋（パ

ネル型）として使用 

・仕様によっては、組立が用意かつ堅ろう 
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３．都内の災害用トイレの状況 

（１）分析手法 

１）前提条件 

「トイレの過不足状況の分析」「空白エリアの分析」「徒歩５分エリア内のトイレの充

足状況の分析」の前提条件を以下に示す。 

 

① 想定地震 

⚫ 区部、多摩部では、「首都直下地震等による東京の被害想定」（令和４年５月）の想

定地震のうち、都全体で避難者数の多くなる「都心南部直下地震（冬・夕方、風速８

ｍ/s）」を対象として、「トイレの過不足状況の分析」「空白エリアの分析」「徒歩

５分エリア内のトイレの充足状況の分析」を実施した結果について「（２）分析結果」

で示す。 

⚫ 島しょ部では、「首都直下地震等による東京の被害想定」の想定地震のうち、南海ト

ラフ巨大地震＜津波ケース① ② ⑤ ⑥ ⑧＞（冬・早朝／昼）及び大正関東地震

（冬・早朝／昼）のうち、島別に建物被害の大きい地震を対象として、「トイレの過

不足状況の分析」を実施した結果について「（２）分析結果」で示す。 

なお、島しょ部は、トイレの必要確保基数と、町村におけるトイレの確保可能基数を

比較すると充足している状況にあることから、「徒歩５分エリア内のトイレの充足状

況の分析」結果については示していない。 

 

② 試算の期間区分 

⚫ 「トイレの過不足状況の分析」は、試算の期間区分を「１日～３日」「４日～１週間」

「１週間～２週間」「２週間～１か月」「１か月後」の５区分とした。 

⚫ 「空白エリアの分析」「徒歩５分エリア内のトイレの充足状況の分析」は、発災直後

の状況を捉えるため、「１日～３日」を分析の対象期間とした。 

 

③ トイレの種類 

⚫ 各施設において、災害直後から使用できるトイレとして、仮設トイレ、マンホールト

イレ、自己処理型トイレとともに、建物内常設トイレ・公衆トイレ内常設トイレのう

ち「くみ取り」又は「代替水利用」が可能なトイレを対象として、分析を実施した。 

⚫ 参考として、仮設トイレ、マンホールトイレ、自己処理型トイレとともに、全ての建

物内常設トイレ・公衆トイレ内常設トイレを使用した場合の分析結果も示す。 

⚫ なお、区市町村及び都関係部局において確保している上記のトイレ基数は、照会調査

により把握した。 
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④ トイレの利用対象者 

⚫ 区部、多摩部では、避難所避難者、避難所外避難者、在宅避難者をトイレの利用対象

者とした。なお、区市町村別の避難所避難者、避難所外避難者は、「首都直下地震等

による東京の被害想定」の結果を用いている。在宅避難者は、「首都直下地震等によ

る東京の被害想定」を踏まえ、下水道・上水道の被害状況を考慮し、自宅のトイレ利

用が困難と想定される都民を推計し、利用対象者としている。 

⚫ 島しょ部は、「首都直下地震等による東京の被害想定」において、避難者数が推計さ

れていないため、建物被害（全壊／半壊）により影響を受ける都民を、利用対象者と

している（夜間人口に全壊率・半壊率を乗じて算出）。 

 

⑤ トイレの必要確保基数 

⚫ 「トイレの過不足状況の分析」では、上記の「試算の期間区分」のうち、「１日～３

日」「４日～１週間」は、50人当たり１基のトイレの確保、「１週間～２週間」「２

週間～１か月」「１か月後」は、20人当たり１基のトイレを確保することとして、分

析を実施している。（参考：「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」

（内閣府（防災担当））） 

⚫ 「徒歩５分エリア内のトイレの充足状況の分析」については、各施設の徒歩５分圏の

トイレの利用対象者数を、各施設のトイレ基数で割ることで、１基当たり何人に対応

できているのか、充足状況を把握するという視点で、分析を実施している。 

 

２）トイレの過不足状況の分析方法（概要） 

１）前提条件で示した、試算の期間区分（②）ごとに、想定されるトイレの利用対象者

数（④）を踏まえ、トイレの必要確保基数（⑤）を算出する。 

一方で、トイレの確保可能基数は、１）前提条件で示したトイレの種類（③）とし、区

市町村及び都関係部局への照会調査結果で回答を得た施設のトイレの基数としている。 

トイレの必要確保基数から、トイレの確保可能基数を差し引き、トイレの過不足状況を

算出している。 

 

３）空白エリアの分析方法（概要） 

１）前提条件 ③トイレの種類において示した、区市町村及び都関係部局への照会調査結

果で回答を得た施設を中心として、徒歩約５分圏（半径 250ｍ）の円を図示する。 

災害用トイレを適切な場所に配置するための指標として、徒歩５分圏外の範囲を「空白

エリア」として設定した。 

また、図示した「空白エリア」と令和２年度国勢調査 基本単位区※の人口と比較し、優

先的にトイレを整備すべきエリアの参考情報とする。 
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※24・25 ページ「参考：国勢調査における基本単位区の定義（総務省統計局ホームペー

ジより）」を参照 

 

４）徒歩５分エリア内のトイレの充足状況の分析方法（概要） 

災害時における各施設のトイレ環境の適切性を評価する指標として、前述の徒歩約５分

圏（半径250ｍ）の円内において想定される人口、トイレ利用者数を、円の中心にある施設

のトイレの基数で割ることで、充足状況を算出した。 

トイレ１基当たりが対応する人数を把握することで、優先的にトイレを整備すべき施設

の参考情報とする。 

 

各施設を中心に図示した徒歩５分エリア内の人口は、以下の方法で推計した。 

・徒歩５分エリアと基本単位区の人口データを交差 

・交差後の円内の各基本単位区の人口を足し合わせ徒歩５分エリア内の人口とする。 

 

＜交差のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

上記は夜間人口であるため、実際に施設のトイレを利用する人数よりも多いことが想定

される。 

そのため、トイレを利用する都民は、避難所・避難所外避難者・在宅避難者であると仮

定し、下記によりトイレ利用者比を算出した。 

（避難所・避難所外避難者数 ＋ 在宅避難者数）／ 夜間人口 ＝ トイレ利用者比 

※避難所・避難所外避難者数、在宅避難者数は、「トイレの過不足状況の分析」で用

いた数値としている。 

 

最終的にトイレ利用者数は、トイレ利用者比と基本単位区の人口を用いて、徒歩５分エ

リア内の利用者数を推計した。 

 

参考：国勢調査における基本単位区の定義（総務省統計局ホームページより） 

・ 基本単位区は，学校区，町丁・字など，市区町村を細分した地域についての結果を

利用できるようにするために，平成 2年国勢調査の際に導入された地域単位です。基

本単位区の区画は，街区方式による住居表示を実施している地域では，原則として

一つの街区としており，それ以外の地域では，街区方式の場合に準じ，道路，河川，

人口データ

徒歩５分エリア

GISで交差

交差後の面積に変化がない基本単位区
⇒そのまま人口を使用

交差で一部のエリアが削れている基本単位区
⇒以下の式で人口を推計
人口×（面積B／面積A）
面積A：基本単位区の面積（赤枠部分）
面積B：基本単位区のうち徒歩5分エリア内の面積

人口が0人
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鉄道，水路など地理的に明瞭で恒久的な施設等によっています。基本単位区は，街

区方式による住居表示の新たな実施などやむを得ない場合のほかは，固定されてい

ます。 

・ 基本単位区を用いた集計は平成２年から行われていますが，昭和 60 年以前には調査

員の担当区域である調査区別の集計が行われています。平成２年以降，調査区の設

定も基本単位区を基に行われるようになっており，通常，一つの基本単位区で，又

は二つ以上の基本単位区を組み合わせて一つの調査区が設定されます。ただし，世

帯数の多い基本単位区については，これを分割して調査区が設定される場合があり，

この場合は，基本単位区別の集計において，各調査区についての集計も行われてい

ます。 
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（２）分析結果 

１）トイレの過不足状況の分析 

① 区部及び多摩部の分析結果 

「都心南部直下地震（冬・夕方、風速８ｍ/s）」を対象とした区部及び多摩部の「トイ

レの過不足状況の分析」結果について、以下に示す。 

災害用トイレを活用した場合、区部では発災後１週間（50 人/１基）で最大 54,098 基、

１週間以降（20人/１基）で最大 138,021基のトイレが不足する。多摩部では発災後１週間

で最大 3,194基、１週間以降で最大 3,942基のトイレが不足する。 

トイレが不足する区市町村数をみると、災害用トイレを活用した場合、区部では発災後

１週間は 23 団体中 21 団体で不足、１週間以降は最大 22 団体で不足する。多摩部では発災

後１週間は 30団体中最大 15団体で不足、１週間以降も最大 15団体で不足する。 

 

表-1  区部及び多摩部における不足基数 

 

 

 

 

 

 

 

注）不足する基数を区部、多摩部、都全体で合計した値を示す。「０」は基数が不足する団体がな

い状況を示す。 

なお、宅内の下水道の利用制限（集合住宅含む）、上水道の断水の解消期間（影響の長期化）

及び停電の影響について、試算への直接的な反映が困難なため、考慮していない。 

 

表-2 トイレが不足する区市町村数 

 

 

 

 

 

 

 

注）災害用トイレ：仮設トイレ、マンホールトイレ、自己処理型トイレ、建物内常設トイレ・公衆

トイレ内常設トイレのうち「くみ取り」又は「代替水利用」が可能なトイレ 

全てのトイレ：仮設トイレ、マンホールトイレ、自己処理型トイレ、全ての建物内常設トイ

レ・公衆トイレ内常設トイレ 

 

不足状況（基）

1日～3日 4日～1週間 1週間～2週間 2週間～1ヶ月 1ヶ月

※50人/1基 ※50人/1基 ※20人/1基 ※20人/1基 ※20人/1基

区部計 40,062 -54,098 -50,044 -138,021 -79,313 -40,279

多摩部計 15,559 -3,194 -1,818 -3,942 -1,984 -1,258

都計 55,621 -57,292 -51,862 -141,963 -81,297 -41,537

区部計 117,167 -9,148 -7,968 -67,716 -19,346 -2,934

多摩部計 67,399 0 0 0 0 0

都計 184,566 -9,148 -7,968 -67,716 -19,346 -2,934

災害用トイレを活用

全てのトイレを活用

（参考）

ケース エリア

災害用トイレ等

の確保可能基数

（基）

不足区市町村数（団体）

1日～3日 4日～1週間 1週間～2週間 2週間～1ヶ月 1ヶ月

※50人/1基 ※50人/1基 ※20人/1基 ※20人/1基 ※20人/1基

区部計 23 21 21 22 22 18

多摩部計 30 15 13 15 12 8

都計 53 36 34 37 34 26

区部計 23 5 5 15 13 3

多摩部計 30 0 0 0 0 0

都計 53 5 5 15 13 3

エリア
区市町村数

（団体）

災害用トイレを活用

ケース

全てのトイレを活用

（参考）
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表-3 トイレの必要確保基数 

 

 

 

 

 

  

必要確保基数（基）

1日～3日 4日～1週間 1週間～2週間 2週間～1ヶ月 1ヶ月

※50人/1基 ※50人/1基 ※20人/1基 ※20人/1基 ※20人/1基

区部計 89,750 85,457 176,789 116,513 75,045

多摩部計 12,174 9,359 13,460 9,327 7,131

都計 101,924 94,816 190,249 125,840 82,176

エリア
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② 島しょ部の分析結果 

島別に建物被害の大きい地震を対象とした「トイレの過不足状況の分析」結果について、

以下に示す。 

建物内常設トイレ・公衆トイレ内常設トイレ等について、大島町、新島村新島、小笠原

村父島・母島では、津波浸水想定区域内にある施設があり、津波の影響により、トイレの

確保可能基数が減少することが想定される。 

一方で、トイレの必要確保基数と、町村におけるトイレの確保可能基数を比較すると、

津波の影響の有無にかかわらず、島しょ部においては、充足している状況が伺える。 

ただし、津波以外の被害で施設のトイレ利用環境に及ぼす影響、さらに、新島・神津島

については、下水道処理施設の被害がトイレ利用環境に影響を及ぼす場合があることにつ

いて考慮していない点に留意が必要である。 

なお、御蔵島村及び青ケ島村は、建物被害が想定されていないため、トイレの必要確保

基数は「０」としている。 

 

表-4  島しょ部における不足基数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町村 トイレの確保

可能基数（基）
過不足状況（基）※津波浸水想定区域内施設を含む

津波浸水想定区

域内施設を含む

1日～3日

※50人/1基

4日～1週間

※50人/1基

1週間～2週間

※20人/1基

2週間～1ヶ月

※20人/1基

1ヶ月後

※20人/1基

大島町 422 418 418 412 412 412

利島村 29 29 29 28 28 28

新島村 新島 119 101 101 75 75 75

式根島 39 39 39 38 38 38

神津島村 80 74 74 66 66 66

三宅村 159 156 156 151 151 151

御蔵島村 45 45 45 45 45 45

八丈町 393 389 389 384 384 384

青ヶ島村 3 3 3 3 3 3

小笠原村 父島 88 66 66 34 34 34

母島 39 35 35 30 30 30

島しょ計 1,416 1,356 1,356 1,266 1,266 1,266

町村 トイレの確保

可能基数（基）
過不足状況（基）※津波浸水想定区域内施設を除く

津波浸水想定区

域内施設を除く

1日～3日

※50人/1基

4日～1週間

※50人/1基

1週間～2週間

※20人/1基

2週間～1ヶ月

※20人/1基

1ヶ月後

※20人/1基

大島町 411 407 407 401 401 401

利島村 29 29 29 28 28 28

新島村 新島 90 72 72 46 46 46

式根島 39 39 39 38 38 38

神津島村 80 74 74 66 66 66

三宅村 159 156 156 151 151 151

御蔵島村 45 45 45 45 45 45

八丈町 393 389 389 384 384 384

青ヶ島村 3 3 3 3 3 3

小笠原村 父島 71 49 49 17 17 17

母島 20 16 16 11 11 11

島しょ計 1,340 1,280 1,280 1,190 1,190 1,190
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表-5 トイレの必要確保基数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町村

1日～3日

※50人/1基

4日～1週間

※50人/1基

1週間～2週間

※20人/1基

2週間～1ヶ月

※20人/1基

1ヶ月後

※20人/1基

大島町 4 4 10 10 10

利島村 0 0 1 1 1

新島村 新島 18 18 44 44 44

式根島 0 0 1 1 1

神津島村 6 6 14 14 14

三宅村 3 3 8 8 8

御蔵島村 0 0 0 0 0

八丈町 4 4 9 9 9

青ヶ島村 0 0 0 0 0

小笠原村 父島 22 22 54 54 54

母島 4 4 9 9 9

島しょ計 60 60 150 150 150

必要確保基数（基）
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２）空白エリアの分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 区部（空白エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 区部（空白エリアと国勢調査人口の比較）  

背景図は OpenStreetMap データの彩度を調整して使用 

©OpenStreetMap contributors 

背景図は OpenStreetMap データの彩度を調整して使用 

©OpenStreetMap contributors 
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図-3 多摩部（空白エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 多摩部（空白エリアと国勢調査人口の比較） 

  

背景図は OpenStreetMap データの彩度を調整して使用 

©OpenStreetMap contributors 

背景図は OpenStreetMap データの彩度を調整して使用 

©OpenStreetMap contributors 
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図-5 島しょ部（空白エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 島しょ部（空白エリアと国勢調査人口の比較） 

背景図は OpenStreetMap データの彩度を調整して使用 
©OpenStreetMap contributors 

背景図は OpenStreetMap データの彩度を調整して使用 
©OpenStreetMap contributors 
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３）徒歩５分エリア内のトイレの充足状況の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 区部（徒歩５分エリアのトイレの充足状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 多摩部（徒歩５分エリアのトイレの充足状況） 

表-6 区部（徒歩５分エリアのトイレの充足状況） 

エリア 対象施設数（施設） 充足施設数（施設）※ 
充足施設率（％） 

（充足施設数／対象施設数） 
区部 計 2,395 373 15.6% 
多摩部 計 1,017 722 71.0% 

※充足施設：トイレ利用者数を対象施設の発災直後から使用できるトイレの基数で割った値が 50 人/基以下となる施設  

背景図は OpenStreetMap データの彩度を調整して使用 
©OpenStreetMap contributors 

背景図は OpenStreetMap データの彩度を調整して使用 
©OpenStreetMap contributors 
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４．参考事例 

（１）都内区市の取組事例 

１）渋谷区 

①取組概要 

・避難所となる学校施設では、断水時でも下水道被害がない場合、代替水を用いて、学

校の常設トイレを使用する。また、常設トイレに被せて使える携帯トイレのほか、補

完的にマンホールトイレを使用していく。 

・なお、学校施設の建て替えに伴い、災害対応型常設トイレを整備する。 

・帰宅困難者対策協議会と協議し、帰宅困難者受入施設について、トイレ対策等を推進 

 

 

②災害時のトイレの確保・管理に関する取組 

■避難所等における災害時トイレの整備の考え方 

・断水時であっても、下水道に流下障害がない場合、できる限り避難所内の常設トイレ

を利用することとし、トイレ用水としてプール、井戸水を利用する。トイレ用水が不

足する場合、公衆浴場組合、豆腐商工組合等との協定により井戸水を確保する。 

・下水道に流下障害がある場合、各避難所にある携帯トイレ等を使用する。 

マンホールトイレが整備されている避難所では、補完的にマンホールトイレを使用す

る。 

・発災後４日目以降については、プッシュ型支援、相互応援協定締結自治体からの支援

によるトイレの確保も想定する。 

 

・なお、学校施設の建て替えに伴い、災害対応型常設トイレ、多目的トイレの整備を進

めるとともに、避難者想定数に応じた携帯トイレを備蓄する。 

学校施設の建て替えに際して、既設のマンホールトイレが維持可能な場合は、機能を

維持できるように努めていくこととしている。 

 

・マンホールトイレについて、上屋はナイロン製生地のテント式で、車椅子が入ること

のできる大型のテント、ランタンやバルーン型の照明を配備している。 

一方で、区民からは、女性の夜間使用の面など、防犯面や安全面から使用を不安視す

る声がある中で、上記のように、学校の常設トイレ活用、携帯トイレの備蓄の検討と

ともに、学校施設の建て替えに際し、災害対応型常設トイレの整備を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 マンホールトイレの概要 
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■トイレの管理面での対策 

・職員行動マニュアルにおいて、避難支援班の役割として、トイレの設置・管理に関す

る事項を位置付けるとともに、避難所運営基本マニュアルにおいて、常設トイレの使

用方法やマンホールトイレの設置・管理について整理している。 

・衛生面では、手指消毒液などは、各避難所で備蓄しており、最低限の衛生管理ができ

る態勢としている。 

・また、避難所における携帯トイレの配備に際して、発災時における携帯トイレの使用

ルールの徹底のため、説明書（凝固剤を入れるタイミングを含む使用手順、誤飲の防

止など）を同梱配備している。 

 

 

■避難所における災害時トイレの平時からの協働の運営体制づくり 

・マンホールトイレの設置について、避難所運営委員会の訓練の中で、実施する場合も

ある。また、避難所運営委員会から、訓練内容について相談があった場合、メニュー

の１つとして、マンホールトイレの設置訓練を紹介している。 

・渋谷防災キャラバンでは、区内 11地区で、毎年持ち回りにて訓練を実施している。 

マンホールトイレの設置状況の広報、携帯トイレの使用方法など、一部の訓練で実施

している。 

 

 

■その他のトイレ対策 

・帰宅困難者対策を推進するうえで、渋谷駅、原宿・表参道駅、恵比寿駅において、帰

宅困難者対策協議会が設置されている。携帯トイレの整備など、トイレ対策について

各協議会と協議し、帰宅困難者受入施設としての整備を推進している。 

・なお、「安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例」に基づき、対

象となる大規模建築物については、その計画段階において帰宅困難者の受入（受入場

所の確保、物資の備蓄や自家発電設備、トイレ設備等）について、区と事前協議を行

い、帰宅困難者受入施設としての整備を図っている。 

 

 

資料：渋谷区へのヒアリング結果 

渋谷区地域防災計画（令和６年３月） 

渋谷区避難所運営基本マニュアル（第１版）（令和３年４月） 
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２）江戸川区 

①取組概要 

・避難所となる施設では、断水及び下水道施設に被害がある場合、マンホールトイレ、

仮設トイレ等の災害用トイレを確保する。 

・マンホールトイレは、令和 11 年度には、おおむね全小・中学校に整備する予定となっ

ている。 

・老朽化等に伴い、学校の改築を進めており、新たに改築した学校にはマンホールトイ

レを整備するとともに、要配慮者に配慮した多目的トイレを整備する。 

・避難所運営協議会において、マンホールトイレの設置・運用訓練を実施している。 

 

 

②災害時のトイレの確保・管理に関する取組 

■避難所等における災害時トイレの整備の考え方 

・避難所となる施設の安全確認がとれ、断水のみの場合であれば、プールの水、防災井

戸の水を使って、常設トイレを活用する。 

・断水及び下水道施設に被害がある場合、マンホールトイレ、仮設トイレ等の災害用ト

イレを確保する。 

・特に発災後３日目までは、し尿収集車によるし尿の収集・運搬が困難な状況が予想さ

れることから、区は、し尿収集車による収集を要しない災害用トイレを確保し、対応

する。災害用トイレが不足した場合、区は、都に対して要請する。 

・マンホールトイレは、令和５年４月現在、883 基を小・中学校、区民施設に配備してお

り、おおよそ令和 11年度には、全小・中学校に整備する予定となっている。 

・老朽化等に伴い学校の改築を、順次、進めており、新たに改築した学校にはマンホー

ルトイレを整備する。あわせて、要配慮者に配慮した多目的トイレを整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 マンホールトイレの概要 

 

※注水バルブを開き、貯水槽にたまっている雨水を便槽に注水 

（雨水は自動的に溜まる仕組み） 

※注水した便槽にある程度の便が溜まったら、排出ゲートを開いて下水道本管に排出 
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・マンホールトイレの上屋は、簡易なテント型のものを備蓄していたが、後述する訓練

などで、トイレの中が透けて見えるのではないか、風が吹いたときにどうなのか、と

いう区民の声を踏まえ、個室になるパネル式のタイプを購入している（現在 259基）。 

 

 

■トイレの管理面での対策 

・マンホールトイレの設置に際して、災害時に停電になるおそれも考慮したうえで、太

陽エネルギー式の照明を、トイレを照らせる位置にセットで設置する。 

・避難所となる学校全体のレイアウト図を作成しており、マンホールトイレの位置、組

み立てパネルの備蓄位置、常設型多目的トイレの位置とともに、汚物の置き場の位置

を含め、作成している。 

・一方で、マンホールトイレの既設校では、マンホールトイレや防災井戸を、学校側の

平時の運営面との兼ね合いから、設置できる場所に設置してきた経緯もあり、男女の

トイレの配置方法などを含め、配置や動線上の課題を抱えながら、運用している状況

である。 

・衛生面での対策として、トイレ専用の履き物、手洗い用のウェットティッシュ、アル

コール手指消毒液、消臭剤や防虫剤、トイレの清掃用具等を各学校に備蓄している。 

 

 

■避難所における災害時トイレの平時からの協働の運営体制づくり 

・112 か所の避難所のうち 92 か所において、避難所運営協議会（学校関係者、町会・自

治会等、区職員）が設置されており、避難所運営訓練を実施している。トイレに関し

ては、マンホールトイレの設置、上屋の設置、井戸を使った水の流し方など、具体的

な使い方について、訓練を実施している。 

 

 

■その他のトイレ対策 

・トイレの空白エリアを解消していうえで、空白エリアにおける公園整備とともに、ト

イレを確保していくことを、１つの考え方として位置付けている。 

・民間の建築物に関して、一定規模以上の戸数の共同住宅に関しては、その建築に際し

て、マンホールトイレを整備することを、条例（住宅等整備事業における基準等に関

する条例第二十三条）で定めている。 

 

 

資料：江戸川区へのヒアリング結果 

江戸川区地域防災計画（令和５年度修正） 

江戸川区避難所開設・運営マニュアル（令和４年３月修正版） 

   マンホールトイレ運用方法説明マニュアル 
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３）調布市 

①取組概要 

・災害時には、マンホールトイレの他、携帯トイレなど、多様な災害用トイレを活用し

ていく。 

・調布市防災教育の日（毎年第４土曜日）や学校イベント等でマンホールトイレの設

置・撤去訓練を実施し、協働の運営体制づくりを進めている。 

・市民への携帯トイレの普及に向けて、各種取組を実践している。 

 

②災害時のトイレの確保・管理に関する取組 

■避難所等における災害時トイレの整備の考え方 

・避難所となる学校では、施設等の被害状況が確認できるまで、携帯トイレを主として

使用する。 

・被害がなければ、常設トイレを使用し、断水している場合は、トイレの構造上、プー

ル等で確保した水を使用した排水ができないため、マンホールトイレを使用する。 

・また、発災直後は、し尿収集車によるし尿の収集・運搬が困難な状況が予想されるこ

とから、し尿収集車による収集を要しない災害用トイレを確保し対応する。道路状況

回復後は、し尿収集車による収集が可能な災害用トイレを含めて確保し対応する。 

・現状、学校校舎内の常設トイレについても携帯トイレを用いて使用することとしてお

り、その場合、避難者 50 人あたり１基のトイレが確保されている状況である。 

 

表-7 発災後の段階に応じたトイレ対策 

発災後の段階 対策 

発災直後 既設トイレの便器を活用し、携帯トイレを主として使用 

避難所運営本部設置後 マンホールトイレ設置 

３日目以降 仮設トイレ・トイレカーの受援、備蓄の組み立てトイレの設置 

 

・学校体育館の常設トイレについては、要配慮者の利用を想定したトイレとして整備を

進めている。 

・調布市では、早くからマンホールトイレを整備している中、新しく学校校舎を建てる

場合、マンホールトイレを整備していくが、現状の 107基を維持しながら、常設トイレ

での携帯トイレ活用など、多様な災害用トイレを活用していく方針としている。 

・なお、新しく学校校舎を建てる場合においては、災害対応型常設トイレを整備してい

く予定である。 

 

■トイレの管理面での対策 

・平成 24 年３月に作成した「避難所運営マニュアル作成のためのガイドライン」につい

て、ごみ処理の方法を含め、トイレの管理等について修正していく予定である。 

・衛生面での対策では、手洗い用としての消毒水、トイレットペーパーについて備蓄す

るとともに、学校にあるものは使用させてもらえるよう協議している。 

 

■避難所における災害時トイレの平時からの協働の運営体制づくり 

・防災教育の日（毎年第４土曜日）では、市立全小・中学校において、地区協議会（自

治会や学校関連団体などにより構成されたネットワーク組織）等、地域の方と協働に

より訓練を実施している。その中で、マンホールトイレの設置・撤去訓練等を実施し

ている。 

・秋頃には、地区協議会等が中心となり訓練を実施しており、今後改定していく「避難

所運営マニュアル作成のためのガイドライン」に基づき、トイレに係る訓練も充実さ

せていく予定である。 
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・また、夏休み中の学校イベントの中で、マンホールトイレの設置・撤去訓練を、宮城

県東松島市のアドバイスを得ながら実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 マンホールトイレ設置訓練 

 

■その他のトイレ対策 

＜携帯トイレの普及啓発＞ 

・携帯トイレの普及のため、総合防災訓練参加者に対して、なぜ携帯トイレが必要なの

かを説明したチラシとともに、携帯トイレを配布している。また、市内の社会福祉法

人の福祉作業所などで、市民を対象として、割引価格で販売を行っている。 

・令和６年４月の防災教育の日（毎年第４土曜日）に、全ての小・中学校で避難所を開

設する訓練を実施しており、その中で、小学校６年生と中学校３年生、その保護者

に、避難所体験として、避難スペースやテントはこのようなものという紹介ととも

に、携帯トイレについて、実際に取り付け体験を実施している。 

・在宅避難時などに発生する使用済みの携帯トイレや簡易トイレなどを含めて、災害時

のごみの出し方に関するガイドブックを作成し、令和７年３月に全戸配布する予定 

＜トイレカーの導入＞ 

・全国の自治体で構成している災害派遣トイレネットワークに参加し、加盟自治体が相

互に駆けつけ支援し合う、助け合いの仕組みに加わる。調布市が被災した際は、全国

から登録団体が調布市に集まり、災害対応を支援する。また、他自治体が被災した際

は、調布市のトイレカーを含めて、登録団体が被災地に集まり、協力して支援を行

う。 

・調布基地跡地運動広場や市のイベントで仮設トイレとして活用し、平時から利用する

ことで災害への備えの周知・啓発に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 導入しているトイレカー 

 

資料：調布市へのヒアリング結果 

調布市地域防災計画（令和６年修正（案）） 
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４）町田市 

①取組概要 

・町田市の避難施設では、常設トイレが使用できない場合、マンホールトイレが設置さ

れている場合は設置・使用し、状況に応じて備蓄している携帯トイレを使用する。 

・平成 27年に「マンホールトイレ整備事業計画書」を作成し、令和５年度に 59か所の避

難施設において整備が完了している。 

・現状、避難施設では、マンホールトイレを含めて、約 50 人に１基程度のトイレを確保

している。 

・毎年、全避難施設において避難施設開設訓練を実施しており、マンホールトイレを整

備している学校については、設置・運用訓練を行っている。 

 

 

②災害時のトイレの確保・管理に関する取組 

■避難所等における災害時トイレの整備の考え方 

・避難施設にある常設トイレが、特に被害を受けていなければ、その常設トイレを使用

する。 

・常設トイレが使用できない場合、マンホールトイレが設置されている避難施設では、

マンホールトイレを使用し、状況に応じて備蓄している携帯トイレを使用する。 

・それ以外の避難施設は、備蓄している携帯トイレの使用とともに仮設トイレを設置す

る。 

・現状、避難施設では、約 50人に１基程度のトイレを確保している。 

・マンホールトイレについては、平成 27 年に「マンホールトイレ整備事業計画書」を作

成し、令和５年度に 59 か所の避難施設において整備が完了している。今後、学校の統

廃合にあわせて、統合校へ整備していくとともに、都立高等学校への整備を要望して

いくこととしている。 

・なお、マンホールトイレの上屋については、車椅子使用者の他、多目的で使用できる

タイプの上屋を備蓄している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-13 災害用マンホールトイレの概要 
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■トイレの管理面での対策 

・各避難施設では、マンホールトイレを利用する際、安全性を確保するうえで、バルー

ン投光器等の夜間照明を各避難施設において備蓄している。また、避難施設開設訓練

を通して、マンホールトイレの男女トイレの区分けについて、パーテーションを 10 基

のトイレの周囲に置いて、運用しようと地域主導で決めているケースもある。 

・衛生面での対策では、避難施設開設訓練の際に衛生面に関する留意事項を説明すると

ともに、消毒用の薬剤を各避難施設で備蓄している。 

・し尿の収集・運搬については、市内事業者と協定を締結しており、発災から２日以内

に、収集・運搬事業者の状況確認とともに、収集及び運搬経路を指示し、収集体制を

確立していくこととしている。 

 

■避難所における災害時トイレの平時からの協働の運営体制づくり 

・市のホームページにおいて、マンホールトイレの組み立て方・使い方の動画、マンホ

ールトイレ整備済み避難施設一覧を公表し、周知を図っている。また、マンホールト

イレ設置・使用マニュアルを作成している。 

・毎年、全避難施設において、学校の施設管理者、地域の自主防災隊、市職員が参加す

る避難施設開設訓練を実施し、マンホールトイレを整備している学校については、設

置・運用訓練を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14 町田市マンホールトイレ整備済み避難施設一覧 

 

■その他のトイレ対策 

・令和６年度末を目途に、町田市版のマンション防災に関するリーフレットも作成し、

在宅避難への理解、携帯トイレの備蓄を推進していく予定である。 

・また、集合住宅が多いという地域特性を踏まえ、イベントを実施しながら、在宅避難

に関する普及啓発を行っていく予定である。 

 

資料：町田市へのヒアリング結果 

町田市地域防災計画（令和５年度修正） 

マンホールトイレ設置・使用マニュアル 

町田市ホームページ 
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（２）都外地方公共団体の取組事例 

１）宮城県東松島市における取組事例 

①取組概要 

・平成 20 年から管路施設の耐震化とマンホールトイレの整備を推進している。マンホー

ルトイレは、貯水槽の水を手押しポンプでくみ上げ、し尿を下水道管路へ流すことが

できる下水道管直結流下方式を採用している。 

・災害時に避難所となる市立小・中学校や、市民センターに災害用マンホールトイレを

設置（17施設 148基設置（男性用 45基、女性用 86基、多機能男女共用 17 基）） 

・東日本大震災での経験等を踏まえ、マンホールトイレの機能改善を実施している。 

・イベント、小学校の運動会や中学校の体育祭、文化祭でもマンホールトイレを使用し

ている。 

 

②災害時のトイレの確保・管理に関する取組 

■避難所等における災害時トイレの整備の考え方 

・災害時におけるトイレの確保方針は、発災後１日目は簡易トイレ、２日目以降は簡易

トイレ、マンホールトイレ、仮設トイレ（備蓄・調達）を活用する。 

・なお、避難所や避難場所にある常設トイレが、特に被害を受けていなければ、その常

設トイレを使用する。また、上水道や下水道が被災している場合、施設の状況をみ

て、施設が安全であれば、便器と携帯トイレを使用することを想定している。下水道

接続部の耐震化は平成５年から推進するとともに、学校施設についても東日本大震災

後、耐震化を推進している。 

・マンホールトイレは、設置計画に基づき、令和６年 12 月時点で、学区単位を基本とし

17 施設で 148 基設置している。今後、２施設において整備を予定しており、整備が完

了すると、可住地の人口を範囲的にカバーできる状況となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-15 マンホールトイレの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-16 マンホールトイレの配置例 

 

・マンホールトイレは、東日本大震災の際、２施設で実際に避難所トイレとして使用さ

れた。段差がなかったことや臭気の問題がないことなど、マンホールトイレのメリッ
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トが発揮され好評であった。一方、東日本大震災での経験や、各関係機関の意見、目

黒星美学園女子生徒達が考えたトイレ環境の提案を参考とし、マンホールトイレの機

能改善を行っている。 

－テント式建屋は風による倒壊や、プライバシーの確保ができなかったことなどから

パネル式（鍵付）とし、内部には人感式ＬＥＤライト、外にはソーラー式照明設備

２基を設置 

－男女の区別をするためにパネルの色分け、男女の入口位置の分離、小便器を設置 

－後述するマンホールトイレ内部の備品、手洗い場の設置に必要な備品の備蓄を推進 

・避難所となる施設では、ほとんどの施設において、段差の解消、スロープの設置など

バリアフリー化されており、要配慮者への対応が可能となっている。また、マンホー

ルトイレの洋式化とともに、備蓄の仮設トイレの洋式化も図られている。 

 

■トイレの管理面での対策 

・マンホールトイレについては、男女及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）のニーズの

違いへの配慮として、男女別及び多機能トイレを確保（※マンホールトイレの組立配

置図では、女性用洋式３基、多機能（男女共用）洋式１基、男性用洋式１基、男性用

小便器１基を例示として示している） 

・トイレの衛生環境の維持について、避難所運営マニュアルでは、避難所運営側から、

避難者に協力を求めることを位置付けている。また、防犯パトロールの実施について

位置付けている。 

・マンホールトイレ内部の備品として、擬音装置（流水音）、防犯ブザー、鏡、サニタ

リーボックス（ゴミ袋付）、センサーライト、ペーパーホルダー、手荷物掛け、トイ

レットペーパー、流し水用のペットボトル（２L・500ml２本）、消毒薬、使用説明掲

示物（ＱＲコードを読み込むことで使用説明動画の確認が可能）の備蓄を順次、進め

ている。 

・あわせて、多機能トイレ内に設置する幼児用便座、手洗い場の設置に必要な備品（手

洗い用水タンク２個以上、ハンドソープ、消毒薬２本以上、ゴミ袋、ペーパータオ

ル）の備蓄を進めている。 

 

■避難所における災害時トイレの平時からの協働の運営体制づくり 

・トイレの運用方法は、避難所運営マニュアルにおいて示しており、避難所開設時の参

考にすることとしている。また、地区における防災訓練の際、マンホールトイレを設

置するとともに、簡易トイレの所在を確認している。 

・その他、イベント、小学校の運動会や中学校の体育祭、文化祭でもマンホールトイレ

を使用している。イベントにおいて、仮設トイレの替わりにマンホールトイレの体験

訓練を実施してはどうかという話がきっかけとなり使用がはじまった。その後、学校

の運動会等であれば、学区単位で保護者や家族が集まり、子どもからお年寄りまでが

一堂に会するなかで訓練ができるということで、定期的にマンホールトイレを設置す

るようになった。組立・撤去を、学校のＰＴＡ、保護者に依頼しており、発災時には

自主運営できるようになることを目指している。 

 

■その他のトイレ対策 

・在宅避難者等への対応として、携帯トイレは最低３日分の備蓄（できれば１週間分の

備蓄）、使用済み便袋の保管場所の確認について、普及していくこととしている。 

 

資料：東松島市へのヒアリング結果 

東松島市地域防災計画（令和６年１月） 

「災害時あんしんマンホールトイレ」設置運営マニュアル（東松島市建設部下水道課） 

マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン（国土交通省、令和３年３月） 

  



44 

 

２）神奈川県横浜市における取組事例 

①取組概要 

・指定避難所（地域防災拠点）では、既存トイレが使用できない場合、災害用仮設トイ

レとして、備蓄トイレパック、仮設トイレ（下水直結式またはくみ取式）を設置し、

利用する。 

・下水直結式の仮設トイレは、小中学校等の地域防災拠点のほか、災害時活動拠点とな

る市庁舎・区役所（応急復旧活動拠点）、市医療機関（災害拠点病院）を対象に整備

を行い、令和５年度に建替え等の学校を除き、すべての拠点で整備が完了している

（地域防災拠点：453拠点、応急復旧活動拠点：17拠点、災害拠点病院：４拠点）。

なお、地域防災拠点運営委員会では、下水直結式の仮設トイレの設置・運用に係る訓

練を実施している。 

・その他、広域避難場所、帰宅困難者一時滞在施設等、災害時徒歩帰宅者支援ステーシ

ョンにおいて、トイレの確保対策を推進している。 

 

②災害時のトイレの確保・管理に関する取組 

■避難所等における災害時トイレの整備の考え方 

・指定避難所（地域防災拠点）において、地域防災拠点運営委員会等の避難所運営者

は、既存トイレが使用できないまたは不足する場合、配管の損傷、断水等により水洗

用水がない場合、災害用仮設トイレとして、備蓄トイレパック、次いで備蓄している

仮設トイレ（下水直結式（優先）またはくみ取式）を設置し、利用する。 

・横浜市下水道河川局は、水洗用水を確保するとともに、民間事業者の協力を得て、排

水設備の補修等の水洗トイレ機能の確保を行う。 

・横浜市（各区）は、被災状況を勘案して、仮設レンタルトイレの設置の必要数を市本

部物資チームに要請する。資源循環局は、市本部物資チームからの報告を踏まえ、配

置計画を策定する｡ 

・横浜市資源循環局は、仮設レンタルトイレ（原則、くみ取式）及びトイレパックを地

域防災拠点へ配置する。また、水道・下水道が復旧した場合で、長期の仮設トイレ配

置が見込まれる場合は、水洗式とする。下水道河川局は、資源循環局からの依頼に応

じて、配管工事及びますへの接続工事を手配する。 

・横浜市資源循環局は、仮設トイレ及びトイレパックの配置について、民間事業者へ協

力を要請する。その際は、民間事業者の被害状況等を調査し、配置先・数量及び利用

可能な幹線道路等を連絡する｡民間事業者は、地域防災拠点等への搬入・設置を行う。

不足する場合は、他都市に協力を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-17 指定避難所（地域防災拠点）における仮設トイレの設置フロー 
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・下水直結式の仮設トイレ（通称：災害用ハマッコトイレ）は、平成 21年度より整備を

開始し、排水設備の被害が大きく、水洗トイレが使用不能となることが予想される液

状化被害想定区域内の地域防災拠点で優先的に整備している。その後、対象を拡大

し、小中学校等の地域防災拠点、災害時活動拠点となる市庁舎・区役所（応急復旧活

動拠点）、市医療機関（災害拠点病院）を対象に整備を行い、令和５年度に建替え等

の学校を除いて、すべての拠点で整備が完了している（地域防災拠点：453拠点、応急

復旧活動拠点：17拠点、災害拠点病院：４拠点）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-18 下水直結式の仮設トイレの概要 

 

・なお、横浜市では、水洗トイレ機能の確保のため、校舎の新・改築及び改修工事に併

せて、排水設備の耐震強化を実施する。また、誰でも利用できる多機能トイレを順次

整備していくこととしている。 

 

■トイレの管理面での対策 

・下水直結式の仮設トイレの設置場所は、水源、体育館、防災倉庫、車いすの方のアプ

ローチ等、総合的に勘案し場所を決め設置している。 

・建屋は耐久性・耐水性・防湿性があり、360度方向からの外圧に強く安定した強度を保

持しているもの、十分な遮光性を有しており、使用時のプライバシー保護に配慮した

もの、プライバシー保護・悪戯防止のために、扉にはステンレス鍵を備え内側から施

錠できるものとしている。 

・仮設トイレは、防災備蓄庫への保管を基本としているが、ゆとりがない場合、備品を

備蓄庫以外（学校施設内）で保管するなど、個別に協力を仰いでいる。 

・「地域防災拠点」開設・運営マニュアルのうち「トイレ対策」には、配慮が必要なポ

イントとして以下の点について掲載している。 

 

＜配慮が必要なポイント＞ 

・要援護者は多目的トイレや学校の洋式トイレ等が優先的に利用できるよう工夫 

・女性用トイレを多くし、職員室近くのトイレを優先的に利用できるよう工夫 

・男性用と女性用をできるだけ離し、暗がりにならないような場所にすることや

周囲や導線上に照明を確保することなど、女性や子どもへの安全面に留意した

場所に設置 

・トイレ内への防犯ブザー（防犯・緊急通報用）の設置 

・トイレを清潔に保つため、トイレ用消毒液や手洗い用消毒液があると望ましい 

※トイレの使用方法、トイレ清掃（当番制）のルールを作り周知する 

・建物内のトイレには感染症予防のため専用の履物があると望ましい 等 
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・トイレの清潔を保持するため、地域防災拠点運営委員会と避難者と協力し、清掃する

こととしている。また、トイレの消毒（防疫対策）は、地域防災拠点運営委員会救出

救護班が実施する。 

 

 

■避難所における災害時トイレの平時からの協働の運営体制づくり 

・下水直結式の仮設トイレの設置・運用に係る訓練は、地域・学校・区役所で構成され

た地域防災拠点運営委員会で企画を行い実施している。また、災害トイレ所管の職員

は、要望があった際、一拠点一回に限り、地域で行われる地域防災訓練に参加し、使

用方法の説明や組立の実演を行っている。なお、市庁舎や区役所においても、定期的

に訓練を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-19 令和６年度 大曽根小学校 地域防災拠点訓練の様子（横浜市港北区） 

出典：ハートフル大曽根ホームページ（大曽根自治連合会等で構成する団体） 

 

 

■その他のトイレ対策 

・広域避難場所では、必要に応じて、備蓄する簡易テント、簡易式トイレ便座、トイレ

パックを活用してトイレを確保する。 

・帰宅困難者一時滞在施設等では、既存トイレが使用できない場合、当該施設の備蓄ト

イレパックを活用するほか、不足する場合は、周辺の帰宅困難者用備蓄庫等から、運

搬し利用する。 

・コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド等、災害時徒歩帰

宅者支援ステーションの施設管理者は、帰宅困難者に対して、水道水、トイレ、災害

関連情報の提供等を行う。 

・今後、横浜市では、下水道直結式の仮設トイレの男性用小便器タイプの導入や、トイ

レトレーラーの導入等を行う予定としている。 

 

 

資料：横浜市への照会結果 

横浜市防災計画（令和６年４月） 

「地域防災拠点」開設・運営マニュアル（令和５年９月） 

横浜市ホームページ 
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３）兵庫県神戸市における取組事例 

①取組概要 

・大規模災害の発災時には、水道、下水道、電気の供給途絶等に伴い、トイレの通常利

用が困難となる中、避難所等において災害時トイレ環境を確保することにより、避難

者の健康被害や衛生環境の悪化を防ぐことが必要となる。 

・神戸市では、災害時トイレを避難所や福祉避難所に整備するとともに、トイレを利用

しやすい環境の確保に取り組むことにより、感染症の蔓延や健康障害の未然防止を図

ることとしている。 

・あわせて、市民に対し携帯トイレ等の災害時トイレの備蓄に取り組むよう啓発を行

い、避難所避難者数を減らす取り組みを並行して進めることとしている（在宅避

難）。 

 

 

②災害時のトイレの確保・管理に関する取組 

■避難所等における災害時トイレの整備の考え方 

・平常時から、上下水道施設の耐震化を推進するとともに、発災時は、施設の安全の確

保を前提として、施設内トイレを利用することを基本とする（上下水道の復旧状況に

より凝固剤や生活用水を併用）。また、小・中学校の施設内トイレのバリアフリー化

を推進している。 

・状況に応じて、仮設トイレ（公共下水道接続型「災害時こまらんトイレ！」、し尿凝

固型）を補完的に併用する。 

・仮設トイレは、阪神・淡路大震災以降、初動対応として計 800 基（250 人あたり１基）

を備蓄、後続対応としての流通備蓄・広域応援を含め 2,000 基（100 人あたり１基）を

整備している。 

・阪神・淡路大震災級の震災を想定し、地域防災計画では避難者数を 20 万人と想定して

いる。この数値に基づき対策を推進している。 

 

表-8 仮設トイレの備蓄量（令和５年３月末時点） 

備蓄数 流通備蓄 

広域応援  公共下水道接続型 し尿凝固型 汲取り型 

800基 290基（58か所） 510基 0基 1,200基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-20 公共下水道接続型「災害時こまらんトイレ！」※市情報マップで周知 
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図-21 写真 し尿凝固型 ※「災害時こまらんトイレ！」の整備箇所以外で設置 

 

・「災害時こまらんトイレ！」の建屋については、公共下水道接続型の施設が整備され

てる小・中学校に５基ずつ配備している。し尿凝固型の建屋については、避難所とな

る学校に備蓄スペースを確保できる場合に配備している。 

 

 

■トイレの管理面での対策 

・災害時トイレの利用にあたって必要となる雨水貯留槽や耐震性プール、災害用井戸な

ど、生活用水を確保することとしている。 

・避難者が安全・安心にトイレを利用するため、設置場所や男女・共用のレイアウトの

検討（基数の男女比はスフィア基準に基づき原則１：３）、トイレ内外の照明装置の

設置、建屋の転倒防止対策、容易に開かない施錠機能の確保、車いすや介助者が入れ

る空間確保などの対策について、避難所開設・運営マニュアルに位置付けている。あ

わせて、感染症予防の観点から消毒液、清掃用具等の衛生用品の確保について位置付

けている。 

・し尿処理について、凝固剤で固めたし尿は、一般廃棄物として収集し焼却処分する。 

 

■避難所における災害時トイレの平時からの協働の運営体制づくり 

・公共下水道接続型「災害時こまらんトイレ！」については、上屋組立手順説明書、使

用方法説明書、設置方法と使用方法チラシ、組立動画を作成し、ホームページ上で周

知している。 

・また、避難所開設・運営マニュアルのひな型を作成し、そのなかで災害時トイレの設

置や利用、維持管理方法をまとめ、施設管理者や地区に配布している。現在、避難所

ごとに個別マニュアルの作成を推進している。 

・さらに、地区の防災訓練では神戸市も参加し、発災時に「災害時こまらんトイレ！」

を活用できるように設置方法や利用方法をレクチャーしている。 

 

■その他のトイレ対策 

・その他、南海トラフ巨大地震への対応として、その避難者数を想定し、災害発生当初

（３日間程度）に必要な約 80万回分の凝固剤を備蓄している。また、災害発生後 14日

間に必要な約 220万回分の凝固剤は、災害時の凝固剤提供の協定締結により確保するこ

ととしている。 

・また、市民を対象として、在宅避難も想定し、携帯トイレや凝固剤の備蓄について普

及啓発を実施し、市民備蓄を推進していくこととしている。 

 

 

資料：神戸市へのヒアリング結果 

神戸市地域防災計画 共通編（令和６年３月） 

神戸市ホームページ 災害時こまらんトイレ！（公共下水道接続型仮設トイレ） 
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４）和歌山県和歌山市における取組事例 

①取組概要 

・南海トラフ地震防災対策推進地域及び津波避難対策特別地域に指定されており、大規

模地震による多大な被害が予想される中、災害時にトイレ使用環境を確保することが

重要課題の一つであることから、安心して利用できるマンホールトイレを整備してい

る。 

・貯留型のマンホールトイレを、令和６年 10 月時点で、50 施設において 581 基を整備し

ている。 

 

 

②災害時のトイレの確保・管理に関する取組 

■避難所等における災害時トイレの整備の考え方 

・避難所や避難場所にある常設トイレが、特に被害を受けていなければ、その常設トイ

レを使用する。上水道や下水道が被災している場合は、施設の状況をみて、施設が安

全であれば、便器と携帯トイレを使用することを想定している。 

・施設の常設トイレが被災しており、トイレが不足する場合、簡易トイレ、マンホール

トイレの利用の他、協定事業者へくみ取式仮設トイレの設置及びし尿収集について、

協力要請を行う。 

・貯留型（下水道本管接続流下排水）のマンホールトイレは、令和６年 10 月時点で、50

施設で 581基設置されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-22 マンホールトイレの構造及び令和３年 10月の大規模断水時の使用事例 

 

・マンホールトイレは、令和３年 10 月の大規模な断水時に設置され、当時の使用経験を

踏まえ、市職員により現場目線・使用者目線で課題、対応検討案を整理し、改善を行

っているところである。例として、テント内照明や電動ポンプの備蓄を進めるととも

に、泥除け対策として、施設管理者との協議を踏まえ地盤整地工事を実施している。 

 

表-9 市職員による課題・対応検討案 

不足備品 課題 対策検討案 

トイレ内排水 
設備水の補給 

トイレ使用後の流水設備がなく、
紙や排便が便器内に残る。 

排水用容器、排水ホース(容器から
便器)、容器設置台、またはペット
ボトルなどが必要。また水の補給
対応について検討が必要 

便座除菌 
衛生面の問題、また便座に身体が
接しないように中腰で排泄するこ
とにより便座が汚れる悪循環 

便座拭き用除菌シートもしくは除
菌剤が必要（維持管理的にはトイ
レットペーパーで拭くタイプのス
プレーが理想） 

       



50 

 

 

不足備品 課題 対策検討案 

清掃用具 
便器、シュート部が汚れており使
用できない状態だった。 

便座、シュート部清掃用具（消耗
品）が必要 

テント内照明 
誘導灯 

照明設備がなく、夜間では使用不
可。またトイレまでが真っ暗であ
るため安全・防犯対策がない状態 

テント内照明（ライト）もしくは
屋外照明、場所によってはテント
までの誘導灯が必要 

泥除け対策 

雨天のグラウンドでは足元が悪
く、車椅子等の使用困難、泥はね
によるトイレの汚れなどが懸念さ
れる。 

泥除けマットや、水捌け対策とし
ての地盤整地工事が必要 

炎天下対策 
10 月上旬晴天時でテント内(未使
用時)が 30℃以上、高齢者では熱
中症も懸念される。 

日陰でない場所には仮設テント等
で直射日光を遮る対策必要 

土嚢・水嚢 

舗装部では強風によりテント固定
ピンが抜ける。土部ではトイレ使
用により便座固定ピンが緩み抜け
てくる。 

場所によっては、土嚢・水嚢によ
り合わせて固定が必要。また、土
部固定ピンは清掃と合わせて点検
が必要 

発電機 
電動ポンプ 

井戸取水１組５基で約１時間（男
性/30 代/２人対応）かかり、設置
組数・水入替回数が多い場所では
人力管理が困難 

電動ポンプ・発電機・燃料等の設
備購入、ポンプアップ非対応の井
戸の改修検討が必要 

 

■トイレの管理面での対策 

・避難所運営マニュアルでは、屋外で安全に行ける場所に、男女別のほかセクシャルマ

イノリティの方への配慮として男女共用も設置することとしている。女性：男性：共

用の割合は３：１：１とすることが位置付けれられている。また、設置場所の留意点

として、次の３点が記載されている。 

①居住スペースから臭気や衛生問題が起こらないように距離をあける。 

②高齢者やバリアフリーに対応した洋式トイレを確保する。 

③夜間の使用を考慮し、通路等に十分な明かりを用意する。 

さらに、災害時における避難所内の常設トイレ、携帯トイレやマンホールトイレなど

の使用方法、トイレの衛生管理のポイント、要配慮者への留意事項についても位置付

けられている。 

・その他、マンホールトイレ設置箇所において、最低でも１基は車いすでも入ることが

できる障害者用のトイレを設置することとしている。また、仮設トイレの設置に際し

ては、和式便器部分に洋式便器を付け替えられるタイプのトイレの確保を、協定事業

者に依頼している。 

 

■避難所における災害時トイレの平時からの協働の運営体制づくり 

・市ホームページにおいて、マンホールトイレの使い方を YouTubeで紹介するとともに、

前述の避難所運営マニュアルでトイレの管理・運営方法を位置付けている。 

・マンホールトイレについては、市職員や施設管理者のほか、訓練をとおして、設置が

できる地域住民を増やしていくこととしている。 

 

資料：和歌山市へのヒアリング結果 

和歌山市地域防災計画（令和６年３月） 

市民用避難所運営マニュアル（共通版）（令和３年９月） 

和歌山市ホームページ 

令和４年度（第 15回）国土交通大臣賞＜循環のみち下水道省＞資料 
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５）熊本県熊本市における取組事例 

①取組概要 

・熊本地震を踏まえ、災害時におけるトイレの確保が課題となったことから、各避難所

にマンホールトイレの整備を推進 

・防災関連イベントや地域イベント等でのマンホールトイレの広報とともに、年に一度

実施される実動訓練に加え、地域独自の防災訓練において、マンホールトイレの設置

などの指導を熊本市上下水道局・熊本市上下水道サービス公社が実施 

・マンホールトイレの設置場所を示すためにマンホールトイレマップを作成し、熊本市

上下水道局のホームページ上で公開 

 

 

②災害時のトイレの確保・管理に関する取組 

■避難所等における災害時トイレの整備の考え方 

・災害時は、各避難所及び大型倉庫に備蓄している携帯・簡易トイレ（防災対策課所

管）の使用とともに、災害協定に基づき仮設トイレ（浄化対策課所管）を設置するほ

か、避難所にマンホールトイレ（下水道維持課所管）が整備されている場合は併用す

る。 

・仮設トイレは、熊本市業務継続計画において、非常時優先業務としてその対応方針に

ついて定めている。 

発生当日 ：被災状況の把握、し尿処理業者との調整、仮設トイレの把握 

発災～３日：仮設トイレの設置、し尿収集・運搬等の手配 

・なお、熊本地震の経験から、災害時におけるトイレの確保が課題に挙がったことを受

け、各避難所に設置する分散備蓄倉庫に簡易トイレ（組立式）５台（600 回分）を新た

に備蓄するとともに、避難所となる小・中学校及び防災拠点の計 126か所において、マ

ンホールトイレの整備を推進することとした（令和５年度末時点で 78 か所整備済

み）。 

 

・マンホールトイレの整備にあたっては、避難先となる体育館等から車いす用スロープ

の導線等を考慮して位置選定を行っている。 

・１か所あたり５基を整備することとしているが、通常サイズのテント４基に加え、車

いすを使用される方も利用できる大型テント１基を備えつけることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-23 マンホールトイレの構造 

 

・今後、熊本市災害廃棄物処理計画に基づき、仮設トイレが必要数配備できるよう、協

定先であるレンタル業者やし尿処理業者等と連携体制の強化を図り、仮設トイレの優

先的な確保に努めるとともに、熊本市下水道総合地震対策計画に基づき、マンホール

トイレの整備を拡充する方針である。 

・並行して、緊急時に使用する携帯用トイレ等の普及促進のため、家庭等における災害

必需品としての意識向上が図られるよう啓発に努めることとしている。 
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■トイレの管理面での対策 

・災害時には主に地域住民で構成される避難所運営委員会にてマンホールトイレを設置

することとなるが、多重的な設置支援体制として、熊本市上下水道サービス公社や日

本下水道管路管理業協会と災害時支援協定を締結し、マンホールトイレの開設状況の

確認や設置・運営を支援することとしている。 

 

 

■避難所における災害時トイレの平時からの協働の運営体制づくり 

・防災関連イベントや地域イベント等でのマンホールトイレの広報とともに、年に一度

実施される実動訓練に加え、地域独自の防災訓練において、マンホールトイレの設置

などの指導を熊本市上下水道局・熊本市上下水道サービス公社が実施している。 

・マンホールトイレの設置場所を示すためにマンホールトイレマップを作成し、熊本市

上下水道局のホームページ上で公開している。 

 

 

■参考：熊本地震での活用例 

・熊本地震発災時までに整備されていたマンホールトイレ（４中学校 20基）を活用 

・マンホールトイレは洋式であることや仮設トイレに比べて段差が無いこと、掃除がし

やすいことで、利用者に好評であった。 

・一方で、マンホールトイレまでのアプローチに階段等の段差があり、苦慮したという

意見や、夜間は足元が暗く心配だったという意見もあった。強風によるテントの転倒

防止対策として、各中学校にて土嚢等を重しに使い、テントの固定を講じる事例もあ

った。 

・ある中学校では、衛生面に配慮するため、避難所トイレ班を設け、定期的に各便器か

ら水を流すことやアルコールによる殺菌消毒など、清掃を徹底した。 

 

 

資料：熊本市への照会結果 

熊本市ホームページ 

マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン（国土交通省、令和３年３月） 

国土交通省ホームページ 熊本地震におけるマンホールトイレの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


